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謹
ん
で
輝
か
し
い
皇
紀
二
千
六
百
六

十
六
年
の
新
春
を
迎
え
、
先
ず
以
て
、

聖
壽
の
万
歳
、
皇
室
の
弥
栄
と
国
家
の

隆
昌
、
そ
し
て
県
内
各
神
社
社
頭
の
御

神
威
昂
揚
と
、
神
職
氏
子
崇
敬
者
各
位

の
御
健
勝
を
お
祈
り
し
、
新
年
の
お
慶

び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
十
一
月
十
五
日
、紀
宮
清
子（
さ

や
こ
）
内
親
王
殿
下
と
黒
田
慶
樹
氏
が

ご
結
婚
さ
れ
ま
し
た
。
茲
に
改
め
て
お

祝
い
申
し
上
げ
ま
す
と
共
に
、
末
永
い

お
幸
せ
を
お
祈
り
致
し
ま
す
。

　

又
、
昨
年
は
こ
の
岡
山
の
地
に
て
第

六
十
回
国
民
体
育
大
会
、
第
五
回
全
国

障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
が
開
催
さ
れ
、

天
皇
皇
后
両
陛
下
、
皇
太
子
殿
下
を
始

め
ご
皇
族
の
方
々
の
行
幸
啓
・
御
来
県

賜
り
ま
し
た
こ
と
、
慶
祝
至
極
に
存
じ

上
げ
ま
す
。
国
旗
の
作
成
や
当
日
の
御

奉
迎
行
事
な
ど
で
は
多
く
の
方
々
の
御

協
力
を
頂
き
、
恙
な
く
御
奉
迎
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
、
改
め
て
お
礼

申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
本
年
は
岡
山
県
神
社
庁
設
立

六
十
周
年
と
い
う
節
目
の
年
に
あ
た
り

ま
す
。
五
十
五
周
年
記
念
事
業
と
し
て

始
め
ら
れ
た
新
庁
舎
建
設
事
業
も
、
県

内
神
職
・
総
代
・
岡
山
県
遺
族
連
盟
・

岡
山
県
神
社
庁
舎
建
設
奉
賛
会
等
々
多

数
の
方
々
の
御
尽
力
・
御
協
賛
に
よ
り
、

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日
に
無
事
竣

工
致
し
ま
し
た
が
、
今
後
、
多
様
化
す

る
世
相
と
そ
れ
に
対
応
す
べ
き
庁
務
を

考
え
る
と
き
、
こ
の
新
庁
舎
を
積
極
的

に
活
用
せ
ら
れ
ま
し
て
、
各
部
署
が
そ

れ
ぞ
れ
旧
壁
を
打
破
さ
れ
、
温
故
知
新

の
精
神
で
鋭
意
邁
進
さ
れ
る
こ
と
を
期

す
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

残
念
な
が
ら
皆
様
ご
承
知
の
通
り
、

全
国
に
お
け
る
近
年
の
大
麻
頒
布
数

は
、
減
少
の
一
途
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

平
成
二
十
五
年
の
第
六
十
二
回
式
年
遷

宮
に
向
け
七
年
間
に
亘
り
、
モ
デ
ル
支

部
制
度
が
始
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
対
象

の
支
部
は
も
と
よ
り
で
す
が
、
各
支

部
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
生
か
さ
れ
た
活

動
を
展
開
さ
れ
、
何
卒
増
頒
布
に
繋
が

る
、
積
極
的
か
つ
前
向
き
な
取
り
組
み

が
成
さ
れ
ま
し
て
、
来
る
御
遷
宮
を
国

民
挙
っ
て
お
祝
い
さ
せ
て
い
た
だ
け
ま

す
よ
う
切
に
念
願
致
し
ま
す
。

　

国
の
戦
没
者
追
悼
の
為
の
新
施
設
構

想
や
皇
位
継
承
問
題
な
ど
時
局
問
題
も

山
積
し
て
い
る
昨
今
で
は
ご
ざ
い
ま
す

が
、
当
庁
に
お
き
ま
し
て
も
、
神
道
政

治
連
盟
岡
山
県
本
部
・
日
本
会
議
岡
山

等
の
関
係
団
体
共
々
皇
室
敬
慕
の
念
の

喚
起
と
、
麗
し
き
目
本
の
伝
統
・
精
神

の
継
承
の
為
に
更
な
る
運
動
を
展
開
し

て
い
く
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
後
と

も
尚
一
層
の
御
理
解
と
御
協
力
を
賜
り

ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

　

本
年
も
皆
様
方
に
と
り
ま
し
て
、
最

良
の
佳
き
年
と
な
り
ま
す
よ
う
、
心
よ

り
祈
念
申
し
上
げ
ま
し
て
、
年
頭
の
御

挨
拶
と
致
し
ま
す
。

岡
山
県
神
社
庁

設
立
六
十
周
年
を
迎
え

年
頭
の
ご
挨
拶

岡山県神社庁庁長

湯 浅　正 敬
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去
る
平
成
十
七
年
十
一
月
十
六
日
岡

山
県
神
社
庁
講
堂
に
お
い
て
平
成
十
七

年
度
臨
時
協
議
員
会
が
開
催
さ
れ
た
。

開
会
儀
礼
の
中
で
庁
長
は
、
清
子
内
親

王
の
ご
結
婚
の
事
、
国
体
に
際
し
天
皇

皇
后
両
陛
下
行
幸
啓
の
こ
と
、
神
宮
大

麻
申
込
み
が
前
年
度
に
比
し
減
体
で
あ

る
こ
と
等
を
述
べ
ら
れ
た
。

　

議
事
に
入
り

議
案
第
一
号

　

 

平
成
十
六
年
度
岡
山
県
神
社
庁
一
般

会
計
歳
入
歳
出
決
算
（
別
掲
決
算
書

参
照
）

議
案
第
二
号

　

 

平
成
十
六
年
度
岡
山
県
神
社
庁
別
途

会
計
収
支
決
算

議
案
第
三
号

　

 

平
成
十
六
年
度
岡
山
県
神
社
庁
事
業

会
計
決
算

が
一
括
上
程
さ
れ
審
議
さ
れ
た
。

　

第
一
号
議
案
に
つ
い
て
は
補
足
的
な

説
明
が
な
さ
れ
全
般
的
な
質
疑
に
移
っ

た
。

　

第
二
号
議
案
別
途
会
計
の
中
で
、
退

職
給
与
積
立
金
会
計
か
ら
共
済
掛
金
三

十
六
万
円
の
支
出
が
あ
る
が
こ
れ
は
一

般
会
計
か
ら
出
す
べ
き
で
は
な
い
か
、

と
の
質
問
に
は
調
査
の
上
、
善
処
し
た

い
と
の
回
答
で
あ
っ
た
。

　

第
三
号
議
案
に
つ
い
て
は
、
利
益
処

分
計
算
書
が
添
付
さ
れ
て
い
な
い
、
と

の
質
問
に
は
調
査
の
上
、
必
要
な
ら
ば

次
年
度
か
ら
添
付
す
る
、
と
の
こ
と
で

あ
っ
た
。

議
案
第
四
号

　

岡
山
県
神
社
庁
財
産
目
録

　

一
般
神
社
が
作
成
す
る
財
産
目
録
に

は
、
基
本
財
産
・
特
別
財
産
・
普
通
財

産
全
て
を
記
載
し
て
い
る
が
、
岡
山
県

神
社
庁
財
産
目
録
に
は
基
本
財
産
し
か

示
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
指
摘
が
あ

り
、
次
年
度
か
ら
は
全
て
示
す
と
い
う

事
で
あ
っ
た
。

議
案
第
五
号

　

 

平
成
十
七
年
度
岡
山
県
神
社
庁
一
般

会
計
歳
入
歳
出
補
正
予
算
案
（
別
掲

補
正
予
算
書
参
照
）

　

第
五
号
議
案
に
つ
い
て
は
、
そ
の
中

で
次
期
式
年
遷
宮
準
備
金
の
追
加
金
額

が
提
示
さ
れ
、
議
論
と
な
っ
た
が
、
そ

の
他
の
補
正
項
目
共
々
採
決
の
結
果
了

承
さ
れ
た
。

議
案
第
六
号

　

 

岡
山
県
神
社
庁
規
則
施
行
細
則
の
一

部
改
正
の
承
認
案
（
別
掲
施
行
細
則

参
照
）

議
案
第
七
号

　

 

岡
山
県
神
社
庁
協
議
員
会
規
則
の
制

定
案
（
別
掲
協
議
員
会
規
則
参
照
）

　

第
六
号
・
第
七
号
議
案
も
一
括
上
程

さ
れ
、
審
議
さ
れ
た
。
施
行
細
則
で
は

一
部
支
部
の
名
称
が
変
わ
っ
て
い
る
こ

と
、
ま
た
、
支
部
長
が
役
員
又
は
監
事

に
な
っ
た
場
合
、
そ
の
支
部
で
は
副
支

部
長
が
協
議
員
に
な
る
（
神
社
庁
規
則

第
十
三
条
）
が
、
協
議
員
で
あ
る
副
支

部
長
が
協
議
員
会
に
出
席
で
き
な
い
と

き
、
こ
の
細
則
に
よ
り
そ
の
支
部
で
は

代
理
人
を
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

臨時協議員会開催臨時協議員会開催臨時協議員会開催
平成 17年度

岡
山
県
神
社
庁
規
則
施
行
細
則

第 

一
条　

本
施
行
細
則
は
、
岡
山
県
神

社
庁
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。）

第
五
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
必

要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

第 

二
条　

規
則
第
三
十
七
条
に
規
定
す

る
本
神
社
庁
の
支
部
は
、
次
の
支
部

と
す
る
。

１
、
岡
山
支
部

２
、
倉
敷
支
部

３
、
津
山
支
部

４
、
玉
野
支
部

５
、
玉
島
支
部

６
、
児
島
支
部

７
、
御
津
南
支
部

８
、
御
津
北
支
部

９
、
御
津
東
支
部

10
、
赤
磐
郡
支
部

11
、
和
気
備
前
支
部

12
、
邑
久
西
大
寺
支
部

13
、
上
道
西
大
寺
支
部

14
、
都
窪
支
部

15
、
浅
口
郡
支
部

岡
山
県
神
社
庁
規
則
施
行
細

則
及
び
協
議
員
会
規
則
が
制

定
さ
れ
、
こ
こ
に
そ
の
全
文

を
掲
載
い
た
し
ま
す
。

〈
５
ペ
ー
ジ
へ
続
く
〉
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平成16年度
岡 山 県 神 社 庁

一 般 会 計 決 算 書
平成16年7月1日～平成17年6月30日

歳入総額 131,520,691円
歳出総額 106,876,377円
差引残高 24,644,314円

歳入の部
科　　　　目 予算額 決算額 差　異

Ⅰ 神 饌 及 幣 帛 料 1,050,000 1,005,000 45,000

１ 本 庁 幣 600,000 626,000 △26,000

２ 神饌及初穂料 450,000 379,000 71,000

Ⅱ 財 産 収 入 25,000 30,124 △5,124

１ 基本財産収入 25,000 30,124 △5,124

Ⅲ 負 担 金 36,920,000 36,894,310 25,690

１ 神 社 負 担 金 25,844,000 25,801,890 42,110

２ 神 職 負 担 金 9,230,000 9,249,270 △19,270

３ 支 部 負 担 金 1,846,000 1,843,150 2,850

Ⅳ 交 付 金 67,795,000 68,002,100 △207,100

１ 本 庁 交 付 金 1,200,000 1,394,100 △194,100

２ 神宮神徳宣揚費交付金 66,300,000 66,300,000 0

３ 本 庁 補 助 金 295,000 308,000 △13,000

Ⅴ 寄 付 金 4,137,840 4,277,840 △140,000

１ 神社特別寄贈金 3,000,000 3,110,000 △110,000

２ 寄 付 金 150,000 180,000 △30,000

３ 指 定 寄 付 金 987,840 987,840 0

Ⅵ 諸 収 入 2,870,000 1,923,060 946,940

１ 表 彰 金 50,000 81,884 △31,884

２ 預 金 利 子 20,000 258 19,742

３ 申請料・任命料 2,100,000 993,378 1,106,622

４ 雑 収 入 700,000 847,540 △147,540

Ⅶ 繰 入 金 2,500,000 2,500,000 0

１ 繰 入 金 2,500,000 2,500,000 0

当 期 歳 入 合 計 115,297,840 114,632,434 665,406

前 期 繰 越 金 6,000,000 16,888,257 △10,888,257

歳 入 合 計 121,297,840 131,520,691 △10,222,851

歳出の部
科　　　　目 予算額 決算額 差　異

Ⅰ 幣 帛 料 3,000,000 2,991,000 9,000

１ 本 庁 幣 2,300,000 2,250,000 50,000

２ 神 社 庁 幣 700,000 741,000 △41,000

Ⅱ 神 事 費 300,000 263,474 36,526

１ 神 殿 奉 斎 費 300,000 263,474 36,526

Ⅲ 事 務 局 費 29,259,000 22,712,181 6,546,819

１ 表彰並びに儀礼費 700,000 441,298 258,702

（１ 各種表彰費） 500,000 351,298 148,702

（２ 慶　弔　費） 200,000 90,000 110,000

２ 会 議 費 300,000 191,684 108,316

３ 役 員 関 係 費 1,570,000 1,493,480 76,520

科　　　　目 予算額 決算額 差　異

（１ 役 員 報 酬 ） 1,100,000 1,122,000 △22,000

（２ 教誨師関係費） 250,000 251,480 △1,480

（３ 視察研修費） 100,000 0 100,000

（４ 地区会議関係費） 120,000 120,000 0

４ 給料及び福利厚生費 16,639,000 11,364,666 5,274,334

（１給 料） 9,073,000 6,353,760 2,719,240

（２ 諸　手　当） 5,366,000 3,628,546 1,737,454

（３ 各種保険料） 2,100,000 1,318,396 781,604

（４ 職員厚生費） 100,000 63,964 36,036

５ 庁 費 5,400,000 4,563,728 836,272

（１ 備　品　費） 250,000 249,666 334

（２ 図書印刷費） 400,000 383,104 16,896

（３ 消 耗 品 費） 850,000 884,228 △34,228

（４ 水道光熱費） 1,300,000 892,305 407,695

（５ 通信運搬費） 1,300,000 1,120,980 179,020

（６ 傭　人　費） 1,200,000 976,000 224,000

（７ 雑 費） 100,000 57,445 42,555

６ 交 際 費 600,000 733,856 △133,856

７ 旅 費 3,400,000 3,401,635 △1,635

８ 管 理 費 650,000 521,834 128,166

Ⅳ 指 導 奨 励 費 7,020,000 6,210,113 809,887

１ 教 化 事 業 費 2,800,000 2,596,431 203,569

２ 青少年対策費 300,000 214,543 85,457

３ 神社庁研修所費 1,050,000 706,340 343,660

（１ 研　修　費） 700,000 471,340 228,660

（２ 研修奨励費） 350,000 235,000 115,000

４ 祭 祀 研 究 費 650,000 660,670 △10,670

５ 各 種 補 助 金 2,220,000 2,032,129 187,871

（１ 神青協補助金） 500,000 500,000 0

（２ 氏青協補助金） 50,000 50,000 0

（３ 県教神協補助金） 50,000 50,000 0

（４ 女子神職会補助金） 150,000 150,000 0

（５ 県敬婦連補助金） 50,000 50,000 0

（６ 神楽部補助金） 70,000 70,000 0

（７ 作州神楽補助金） 20,000 20,000 0

（８ 支部長懇話会補助金） 200,000 200,000 0

（９ 神宮大祭派遣補助金） 30,000 30,000 0

（10 神職養成補助金） 200,000 12,129 187,871

（11 地区大会援助金） 900,000 900,000 0

Ⅴ 各 種 積 立 金 9,687,840 9,687,840 0

１ 職員退職給与積立金 1,000,000 1,000,000 0

２ 役員退任慰労金積立金 200,000 200,000 0

３ 庁舎管理資金積立金 2,500,000 2,500,000 0

４ 次期式年遷宮準備金 5,000,000 5,000,000 0

５ 災害見舞金積立金 987,840 987,840 0

Ⅵ 神社関係者大会費 600,000 600,000 0

１ 神社関係者大会費 600,000 600,000 0

Ⅶ 負 担 金 22,059,000 21,969,480 89,520

１ 本庁災害慰謝負担金 55,000 55,000 0

２ 本 庁 負 担 金 5,500,000 5,500,000 0

３ 本庁特別納付金 13,550,000 13,494,640 55,360

科　　　　目 予算額 決算額 差　異

４ 支部負担金報奨費 2,954,000 2,919,840 34,160

Ⅷ 渉 外 費 480,000 340,820 139,180

１ 友好団体関係費 180,000 138,000 42,000

２ 時 局 対 策 費 200,000 100,000 100,000

３ 同 和 対 策 費 100,000 102,820 △2,820

４ 神政連関係費 0 0 0

Ⅸ 神宮神徳宣揚費交付金 34,640,000 34,640,000 0

Ⅹ 大麻頒布事業関係費 7,500,000 6,961,469 538,531

１ 大麻頒布推進費 950,000 822,480 127,520

２ 頒 布 事 務 費 750,000 607,333 142,667

３ 頒布事業奨励費 5,800,000 5,531,656 268,344

Ⅺ 予 備 費 6,752,000 500,000 6,252,000

当 期 歳 出 合 計 121,297,840 106,876,377 14,421,463

次 期 繰 越 金 0 24,644,314 △24,644,314

歳 出 合 計 121,297,840 131,520,691 △10,222,851

注１　 差異は、決算額が予算額に比し、超過した場合△
で表示する。

平成17年度
岡 山 県 神 社 庁

一般会計補正予算案
平成17年7月1日～平成18年6月30日

歳入の部
科　　　　目 補正予算額 即決予算額 増減（△）

Ⅶ 繰 入 金 3,000,000 2,500,000 500,000

１ 繰 入 金 3,000,000 2,500,000 500,000

当 期 歳 入 合 計 113,891,000 113,391,000 500,000

前 期 繰 越 金 24,644,314 6,000,000 18,644,314

歳 入 合 計 138,535,314 119,391,000 19,144,314

歳出の部
科　　　　目 補正予算額 即決予算額 増減（△）

Ⅲ 事 務 局 費 27,870,000 26,280,000 1,590,000

４ 給料及び福利厚生費 1,934,000 1,494,000 540,000

（１ 給 料） 7,000,000 6,660,000 340,000

（２ 諸　手　当） 3,900,000 3,800,000 100,000

（４ 職員厚生費） 250,000 150,000 100,000

５ 庁 費 6,250,000 5,550,000 700,000

（６ 傭　人　費） 2,000,000 1,500,000 500,000

（７ 雑 費） 300,000 100,000 200,000

６ 交 際 費 1,200,000 850,000 350,000

Ⅴ 各 種 積 立 金 18,200,000 13,200,000 5,000,000

４ 次期式年遷宮準備金 10,000,000 5,000,000 5,000,000

Ⅵ 神社関係者大会費 2,000,000 600,000 1,400,000

１ 神社関係社大会費 2,000,000 600,000 1,400,000

Ⅺ 予 備 費 14,200,214 3,046,000 11,154,214

当 期 歳 出 合 計 138,535,314 119,391,000 19,144,314

歳 出 合 計 138,535,314 119,391,000 19,144,314
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16
、
笠
岡
支
部

17
、
矢
掛
美
星
支
部

18
、
井
原
後
月
支
部

19
、
吉
備
支
部

20
、
高
梁
上
房
支
部

21
、
川
上
支
部

22
、
新
見
支
部

23
、
真
庭
郡
支
部

24
、
勝
田
支
部

25
、
英
田
支
部

26
、
英
北
支
部

27
、
久
米
支
部

第 

三
条　

岡
山
県
神
社
庁
指
定
団
体
は

次
の
団
体
と
す
る
。

一　

岡
山
県
神
道
青
年
協
議
会

二　

岡
山
県
女
子
神
職
会

三　

岡
山
県
教
育
関
係
神
職
協
議
会

四　

岡
山
県
氏
子
青
年
協
議
会

五　

岡
山
県
敬
神
婦
人
連
合
会

第 

四
条　

規
則
第
六
条
、
第
七
条
及
び

十
八
条
に
規
定
す
る
者
の
選
出
方
法

は
、
次
の
通
り
と
す
る
。

２ 　

庁
長
、
副
庁
長
、
理
事
六
名
、
監

事
は
、
神
職
と
し
、
残
る
理
事
三
名

は
、
総
代
と
す
る
。

３ 　

庁
長
を
除
く
神
社
本
庁
評
議
員

は
、
副
庁
長
及
び
総
代
中
か
ら
選
出

す
る
。

４ 　

議
長
は
、
神
職
、
副
議
長
は
、
総

代
中
か
ら
選
出
す
る
。

５ 　

庁
長
、
副
庁
長
、
神
職
理
事
の
内

三
名
及
び
監
事
は
、
備
前
、
備
中
、

美
作
地
区
（
以
下
旧
三
国
と
い
う
）

に
関
係
無
く
選
出
し
、
残
る
理
事
三

名
は
、
旧
三
国
か
ら
各
一
名
ず
つ
選

出
す
る
。

６ 　

総
代
理
事
三
名
、
副
議
長
及
び
神

社
本
庁
総
代
評
議
員
は
、
岡
山
県
神

社
総
代
会
に
お
い
て
推
薦
さ
れ
た
者

と
す
る
。

第 

五
条　

規
則
第
十
三
条
に
規
定
す
る

協
議
員
に
は
次
の
者
を
含
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

一 　

管
内
神
職
中
か
ら
庁
長
が
指
名

し
た
者
の
内
に
、
本
施
行
細
則
第

三
条
第
一
項
第
一
号
、
二
号
、
三

号
の
各
会
長
及
び
岡
山
県
神
社
庁

神
楽
部
長
。

　

二 　

神
職
以
外
の
神
社
の
役
員
又
は

そ
の
他
の
者
の
内
か
ら
庁
長
が
指

名
し
た
者
の
内
に
、
本
施
行
細
則

第
三
条
第
一
項
第
四
号
、
五
号
の

各
会
長
。

第 

六
条　

協
議
員
会
へ
の
代
理
出
席
が

認
め
ら
れ
る
の
は
、次
の
者
に
限
る
。

　

一 　

規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号

本
文
に
規
定
す
る
協
議
員
の
次
席

者
。

　

二 　

指
定
団
体
及
び
岡
山
県
神
社
庁

神
楽
部
の
長
で
あ
る
協
議
員
の
次

席
者

第 

七
条　

規
則
第
十
二
条
に
規
定
す
る

顧
問
及
び
参
与
は
、
次
の
通
り
と
す

る
。

顧 

問　

神
社
庁
正
副
庁
長
を
退
任
し

た
者
の
内
か
ら
庁
長
が
選
任
す
る
。

参 

与　

神
社
庁
理
事
、
監
事
、
支
部

長
を
退
任
し
た
者
及
び
、
神
社
庁

に
対
し
功
績
が
あ
っ
た
者
の
内
か

ら
庁
長
が
選
任
す
る
。

第 

八
条　

議
員
が
、
協
議
員
の
三
分
の

一
以
上
が
署
名
し
た
協
議
員
会
の
開

催
願
を
庁
長
に
提
出
し
た
と
き
は
、

庁
長
は
、
一
月
以
内
に
協
議
員
会
を

招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第 

九
条　

本
施
行
細
則
の
改
正
は
、
神

社
庁
役
員
会
の
議
決
を
経
て
、
協
議
員

会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附　

則

　

こ
の
施
行
細
則
は
平
成
十
七
年
七
月

一
日
か
ら
施
行
す
る

　

こ
の
施
行
細
則
の
改
正
は
平
成
十
七

年
十
一
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

岡
山
県
神
社
庁
協
議
員
会
会
議
規
則

第
一
章　

総　

則

第 

一
条　

協
議
員
（
以
下
「
議
員
」
と

い
う
）
の
議
席
は
、
予
め
こ
れ
を
定

め
番
号
を
付
す
る
。

第 

二
条　

会
議
録
に
署
名
す
る
協
議
員

は
、
二
名
と
し
、
会
議
の
始
め
に
議

長
が
指
名
す
る
。

第 

三
条　

当
庁
の
役
員
及
び
参
与
は
、

協
議
員
会
（
以
下
「
会
議
」
と
い
う
）

に
出
席
し
て
発
言
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
但
し
、
議
決
に
加
わ
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

第 

四
条　

議
員
は
、
議
場
に
お
い
て
互
い

に
規
律
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第 

五
条　

こ
の
規
則
の
疑
義
は
議
長
が

こ
れ
を
決
す
る
。
但
し
、
異
議
が
あ

れ
ば
討
論
を
用
い
な
い
で
会
議
に
諮

り
、
そ
の
可
否
を
決
す
る
。

第
二
章　

委
員
会

第 

六
条　

会
議
に
お
い
て
委
員
会
設
置

の
必
要
を
認
め
た
と
き
、
議
長
は
、

庁
長
と
協
議
し
て
委
員
を
委
嘱
す
る
。

第 

七
条　

委
員
の
任
期
は
、
会
期
中
と

す
る
。
但
し
、
議
長
が
必
要
と
認
め

た
と
き
は
、延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第 

八
条　

委
員
の
数
及
び
審
議
す
る
事

件
は
、
会
議
の
議
決
で
定
め
る
。

第 

九
条　

委
員
は
、
委
員
長
を
互
選
す

る
。

第 

十
条　

委
員
長
及
び
委
員
が
、
そ
の

職
を
辞
す
る
と
き
は
、
議
長
の
承
認

を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第 

十
一
条　

委
員
会
は
、
会
議
の
時
間

中
に
は
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
但

し
、議
長
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

第 

十
二
条　

委
員
長
は
、
会
議
か
ら
付

託
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
、
委
員
会

の
審
議
経
過
及
び
結
果
を
会
議
に
報

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　

第 

十
三
条　

委
員
長
は
、
前
条
の
報
告

に
お
い
て
自
己
の
意
見
を
加
え
て
は
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な
ら
な
い
。

第 
十
四
条　

議
長
は
、
委
員
会
に
出
席

し
て
発
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。但
し
、

議
決
に
加
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
三
章　

議　

事

第 

十
五
条　

議
員
が
議
案
を
発
議
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
案
を
具
え
、

理
由
を
付
け
、
議
員
二
人
以
上
の
賛

成
者
と
共
に
署
名
捺
印
し
て
、
会
議

二
十
日
前
ま
で
に
議
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
神
社
庁
支

部
及
び
指
定
団
体
の
決
議
に
基
づ
く

議
案
を
当
該
支
部
選
出
の
議
員
及
び

当
該
団
体
選
出
の
議
員
か
ら
発
議
す

る
と
き
は
、別
に
賛
成
者
を
要
し
な
い
。

第 

十
六
条　

議
長
は
、
議
場
整
理
の
た

め
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、

発
言
を
止
め
又
は
こ
れ
を
取
り
消
し

或
い
は
退
場
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第 

十
七
条　

議
案
は
、
そ
の
説
明
、
質

疑
、討
論
の
順
序
を
経
て
審
議
す
る
。

第 

十
八
条　

質
疑
が
終
わ
っ
た
と
き

は
、議
長
は
質
疑
の
終
局
を
宣
言
し
、

討
論
に
入
る
。

第 

十
九
条　

討
論
が
終
わ
っ
た
と
き

は
、議
長
は
討
論
の
終
局
を
宣
言
し
、

採
決
に
付
す
る
。

第 

二
十
条　

議
長
は
、
会
議
に
諮
り
質

問
又
は
討
論
の
時
間
を
制
限
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

第 

二
十
一
条　

会
議
は
、
修
正
決
議
の

条
項
及
び
字
句
の
整
理
を
議
長
に
委

任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第 

二
十
二
条　

議
長
は
、
表
決
を
採
ろ

う
と
す
る
と
き
は
、
表
決
に
付
す
る

問
題
を
宣
告
す
る
。

　

 

議
長
が
表
決
に
付
す
る
問
題
を
宣
告

し
た
後
は
、
何
人
も
議
題
に
つ
い
て

発
言
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第 

二
十
三
条　

表
決
は
次
の
何
れ
か
に

よ
る
。

　

一　

発
声
に
よ
る
方
法

　

二　

賛
否
に
組
分
け
す
る
方
法

　

三　

投
票
に
よ
る
方
法

　
 

議
長
は
、
表
決
の
結
果
を
宣
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第 
二
十
四
条　

議
長
が
必
要
と
認
め
た

と
き
又
は
、
議
員
か
ら
の
日
程
変
更

の
動
議
が
あ
っ
た
と
き
は
、
討
論
を

用
い
な
い
で
会
議
に
諮
り
、
日
程
を

変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第 

二
十
五
条　

緊
急
動
議
は
、
日
程
を

変
更
し
て
議
題
と
さ
れ
る
。

第 

二
十
六
条　

議
事
手
続
き
に
つ
い
て

の
動
議
は
、直
ち
に
議
題
と
さ
れ
る
。

第 

二
十
七
条　

議
員
が
発
言
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
挙
手
し
て
議
長
の
許

可
を
受
け
、
議
席
番
号
及
び
自
己
の

氏
名
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第 

二
十
八
条　

発
言
は
、
議
題
の
外
に

渉
り
又
は
そ
の
範
囲
を
越
え
て
は
な

ら
な
い
。

第 

二
十
九
条　

議
案
に
つ
い
て
は
、
先

ず
発
議
者
が
そ
の
趣
旨
及
び
内
容
に

つ
い
て
説
明
す
る
。

第 

三
十
条　

議
長
が
討
論
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
議
員
席
に
つ
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

 

議
長
が
討
論
し
た
と
き
は
、
そ
の
議

題
の
表
決
の
終
わ
る
ま
で
議
長
席
に

復
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第 

三
十
一
条　

議
員
は
、
質
疑
及
び
討

論
終
局
の
動
議
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

 

前
項
の
動
議
に
賛
成
者
が
あ
る
と
き

は
、
議
長
は
討
論
を
用
い
な
い
で
会

議
に
諮
り
、
そ
の
可
否
を
決
す
る
。

第
四
章　

事
務
局

第 

三
十
二
条　

会
議
の
庶
務
を
処
理
す

る
た
め
に
会
議
に
事
務
局
を
置
く
。

第 

三
十
三
条　

事
務
局
に
、
事
務
局
長

及
び
書
記
を
置
く
。

第 

三
十
四
条　

事
務
局
長
は
、
議
長
の

指
揮
を
受
け
て
会
議
に
属
す
る
庶
務

を
掌
理
す
る
。

　

 

書
記
は
、
上
長
の
指
揮
を
受
け
て
庶

務
に
従
事
す
る
。

第 

三
十
五
条　

事
務
局
の
職
員
に
つ
い

て
は
、
議
長
が
庁
長
と
協
議
し
て
、

神
社
庁
職
員
の
内
か
ら
任
命
す
る
。

第 

三
十
六
条　

本
規
則
の
改
正
は
協
議

員
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

附　

則

　

こ
の
規
則
は
平
成
十
七
年
十
一
月
十

六
日
か
ら
施
行
す
る
。

年末年始
神社庁閉庁の
お知らせ

12月29日（木）
から

新年1月4日（水）
閉庁致します

新
人
紹
介

河
野
み
ど
り　
こ
う
の
み
ど
り

　

九
月
二
日
か
ら
嘱
託
と
し
て
神
社
庁

に
勤
め
さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
初
め
て
の
こ
と
ば
か
り
で
、
周
り

の
皆
さ
ん
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
な
ん
と

か
勤
め
て
お
り
ま
す
。
皆
様
に
も
ご
迷

惑
を
お
か
け
す
る
と
思
い
ま
す
が
、
ど

う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。



（7） 第 100 号 平成１８年１月１日岡 山 県 神 社 庁 庁 報
　

岡
山
県
神
社
庁
庁
報
は
平
成
十
八
年

の
正
月
号
で
百
号
を
迎
え
る
。
戦
後
の

何
も
な
い
混
乱
期
、
昭
和
二
十
二
年
七

月
に
神
社
新
報
岡
山
附
録
と
し
て
産

声
を
あ
げ
た
。
Ｂ
四
の
ザ
ラ
紙
に
ガ
リ

版
で
印
刷
し
た
質
素
な
も
の
で
あ
っ
た

が
、
こ
の
よ
う
な
状
態
が
五
年
間
第

十
二
号
ま
で
続
き
、「
庁
報
」
と
し
て

は
昭
和
二
十
九
年
二
月
発
行
の

第
十
三
号
で
あ
る
。
そ
の
間
の

関
係
者
の
苦
労
は
大
変
な
も
の

で
あ
っ
た
が
、
現
在
ま
で
百
号

の
内
今
号
で
は
昭
和
二
十
年
代

の
庁
報
の
軌
跡
を
た
ど
り
見
つ

か
っ
た
庁
報
か
ら
各
号
の
記
事

の
題
目
を
抜
粋
し
て
、
長
い
足

跡
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

神
社
新
報
岡
山
附
録　

第
一
号

ガ
リ
版　

一
ペ
ー
ジ

発
行　

昭
和
二
十
二
年
七
月

　

 「
予
て
計
画
中
の
附
録
愈
々

七
月
号
よ
り
実
現
し
、
毎
月

一
回
発
行
し
ま
す
。」
と
あ

り
、
神
社
新
報
の
岡
山
附
録
と
し
て

始
ま
っ
た
。

掲
載
記
事

　

 

①
人
事
②
神
職
養
成
講
習
会
開
催
③

境
内
地
譲
与
売
払
に
関
す
る
件
④
本

年
度
事
業
遂
行
に
関
す
る
件
⑤
新
刊

書
紹
介
取
次
⑥
各
支
部
の
活
動
状
況

神
社
の
特
殊
行
事
神
職
の
消
息
等
の

原
稿
掲
載
依
頼
⑦
物
資
配
給
の
件
⑧

震
災
見
舞
金
贈
呈
⑨
理
事
会

神
社
新
報
岡
山
附
録　

第
二
号

ガ
リ
版　

一
ペ
ー
ジ

発 

行　

昭
和
二
十
二
年
七
月
二
十
六
日

〜
八
月
二
十
五
日
の
間
（
発
行
日
が

無
く
記
事
か
ら
推
測
）

掲
載
記
事

　

 

①
人
事
②
全
国
教
化
委
員
会
講
習
会

③
神
職
養
成
講
習
会
④
國
學
院
大
學

祭
式
講
習
会
案
内
⑤
宗
教
平
和
会
議

中
国
地
区
大
会
⑥
震
災
被
害
神
社
か

ら
御
見
舞
御
礼
⑦
幣
帛
料
供
進
規
程

⑧
本
務
兼
務
辞
令
に
対
す
る
寄
付
の

御
願
い
⑨
幣
帛
料
の
供
進
方
法
⑩
幣

帛
料
支
給
方
法
⑪
各
郡
市
神
職
本
務

神
社
名
鎮
座
地
例
祭
日
宮
司
氏
名
現

住
所
届
出
の
御
願
い
⑫
吉
備
津
神
社

献
詠
歌
募
集

神
社
新
報
岡
山
附
録　

第
三
号

ガ
リ
版　

一
ペ
ー
ジ

発 

行　

昭
和
二
十
二
年
十
月
六
日
〜
十

一
月
十
二
日
の
間
（
前
号
に
同
じ
）

掲
載
記
事

　

 

①
天
皇
陛
下
奉
迎
献
詠
募
集
②
御
安

泰
祈
願
祭
③
資
材
配
給
の
件
④
紙
類

配
給
の
件
⑤
麻
布
配
給
の
件
⑥
大
麻

暦
の
頒
布
⑦
階
位
授
与
⑧
帰
還
報
告

⑨
支
部
新
設
⑩
支
部
長
委
嘱
⑪
境
内

地
譲
与
申
請
用
紙
到
着
⑫
境
内
地
譲

与
申
請
手
続
上
の
注
意
⑬
関
東
地
方

水
害
見
舞
金
募
集
の
件
⑭
総
代
崇
敬

者
に
よ
る
寄
贈
報
告
願
い
⑮
火
災
防

止
盗
難
予
防
⑯
新
報
購
読
料
納
付
の

件
神
社
新
報
岡
山
附
録　

第
四
号

ガ
リ
版　

一
ペ
ー
ジ

発
行　

昭
和
二
十
三
年
一
月
一
日

掲
載
記
事

　

 

①
境
内
地
譲
与
売
払
申
請
手
続
②
保

管
林
譲
与
に
関
す
る
手
続
協
議
打
合

会
③
国
有
境
内
地
譲
与
申
請
書
提
出

受
付
④
対
策
費
募
集
標
準
⑤
第
一
回

沖
田
神
社
奉
額
俳
句
募
集
⑥
橋
本
元

庁
長
真
金
町
長
就
任
⑦
協
議
員
会
⑧

人
事
⑨
未
承
認
神
社
へ
の
注
意
事
項

⑩
国
有
境
内
地
の
注
意
事
項
⑪
申
請

手
続
書
類
提
出
点
検
予
定
表

岡
山
県
神
社
庁
庁
報
の

軌
跡

ガリ版刷りの創刊号



平成１８年１月１日 第 100 号 （8）岡 山 県 神 社 庁 庁 報

神
社
新
報
岡
山
附
録　

第
五
号

ガ
リ
版　

一
ペ
ー
ジ

発 
行　

昭
和
二
十
三
年
六
月
十
四
日
〜

七
月
十
日
の
間
（
同
）

掲
載
記
事

　

 

①
神
社
境
内
地
譲
与
申
請
手
続
完
了

②
人
事
異
動
③
諸
会
議
④
神
職
養
成

臨
時
速
成
講
習
会
⑤
大
麻
暦
初
穂
料

改
正
⑥
祭
式
行
事
作
法
並
教
化
講
習

会
神
社
新
報
岡
山
附
録　

第
六
号

ガ
リ
版　

一
ペ
ー
ジ

発
行　

昭
和
二
十
三
年
七
月
二
十
六
日

掲
載
記
事

　

 

①
社
寺
国
有
境
内
地
立
木
等
伐
採
に

就
い
て
②
神
社
境
内
地
立
木
伐
採
に

就
い
て
③
神
社
財
産
処
分
に
就
い
て

④
通
信
に
つ
い
て
⑤
諸
会
合
⑥
中
央

地
方
境
内
地
処
分
審
査
委
員
会
⑦
未

登
記
神
社
の
処
理
に
就
い
て
⑧
神
社

用
奉
書
半
紙
若
干
入
荷
⑨
福
井
石
川

県
地
方
震
災
見
舞
金
募
集
⑩
大
麻
暦

頒
布
予
定
数
申
込
み
の
御
願
い
⑪
神

宮
崇
敬
者
名
簿
提
出
の
御
願
い

神
社
新
報
岡
山
附
録　

第
七
号

ガ
リ
版　

一
ペ
ー
ジ

発 

行　

昭
和
二
十
三
年
九
月
六
日
〜
二

十
日
の
間
（
同
）

掲
載
記
事

　

 

①
神
社
所
有
財
産
処
分
に
就
い
て
②

神
宮
崇
敬
者
名
簿
提
出
の
御
願
い
③

大
麻
暦
頒
布
成
績
向
上
の
御
願
い
④

振
替
口
座
利
用
に
つ
い
て
⑤
敬
弔
⑥
罹

災
見
舞
募
集
⑦
講
習
会
状
況
そ
の
他

⑧
神
社
新
報
購
読
料
払
込
の
御
願
い

神
社
新
報
岡
山
附
録　

第
八
号

ガ
リ
版　

一
ペ
ー
ジ

発 

行　

昭
和
二
十
三
年
十
一
月
十
三
日

〜
二
十
三
日
の
間
（
同
）

掲
載
記
事

　

 

①
神
職
教
員
兼
務
の
件
②
国
有
境
内

地
譲
与
に
関
す
る
件
③
鉄
砲
所
持
禁

止
法
に
関
す
る
件
④
敬
弔
⑤
支
部
長

更
迭
⑥
会
議
⑦
大
麻
暦
頒
布
現
状
に

就
い
て
⑧
神
職
用
浅
沓
配
給
⑨
神
酒

配
給
⑩
半
紙
奉
書
配
給
⑪
神
社
財
産

処
分
申
請
に
就
い
て

神
社
新
報
岡
山
附
録　

第
九
号

ガ
リ
版　

二
ペ
ー
ジ

発
行　

昭
和
二
十
五
年
一
月

掲
載
記
事

　

 

①
昭
和
二
十
四
年
中
の
活
動
状
況
②

二
十
五
年
実
施
計
画
③
国
有
境
内
地

譲
与
売
払
問
題
進
捗
状
況
④
神
宮
大

麻
初
穂
料
納
付
期
限
⑤
負
担
金
完
納

の
件
⑥
神
社
庁
事
務
分
担
表
⑦
岡
山

県
神
職
歌
道
会
発
会
⑧
神
社
数
神
職

数
⑨
文
書
提
出
期
限
厳
守
の
事
⑩
記

事
投
書
願
い
⑪
予
定
事
項
⑫
岡
山
県

青
年
神
職
会
入
会
の
案
内
⑬
神
社
新

報
購
読
料
納
付
願
い
⑭
書
籍
半
紙
頒

布
案
内

神
社
新
報
岡
山
附
録　

第
十
号

ガ
リ
版　

一
ペ
ー
ジ

発
行　

昭
和
二
十
六
年
一
月

掲
載
記
事

　

 

①
昭
和
二
十
六
年
に
於
け
る
二
大
眼

目
一
、
宗
教
法
制
定
施
行
に
関
す
る

対
策
一
、
神
宮
式
年
遷
宮
奉
賛
会
の

事
業
目
的
達
成
②
昭
和
二
十
五
年
二

級
神
職
昇
格
者
③
昭
和
二
十
五
年
中

神
社
本
庁
被
表
彰
者
④
昭
和
二
十
四

年
度
大
麻
暦
頒
布
優
良
従
事
者
表
彰

⑤
昭
和
二
十
五
年
中
物
故
二
級
神
職

⑥
昭
和
二
十
五
年
中
活
動
概
況
⑦
事

務
促
進
の
件
⑧
各
郡
市
支
部
奉
賛
会

事
業
促
進
の
件
⑨
神
社
明
細
帳
調
の

件
⑩
神
社
火
災
並
盗
難
防
止
の
件
⑪

新
作
宮
司
舞
及
乙
女
舞
普
及
講
習
会

の
件
⑫
宗
教
法
人
法
講
習
会
に
就
い

て
⑬
神
社
新
報
購
読
料
金
並
購
読
整

理
の
件

第
十
一
号

未
入
手

神
社
新
報
岡
山
附
録　

第
十
二
号

ガ
リ
版　

一
ペ
ー
ジ

発
行　

昭
和
二
十
七
年
七
月
十
五
日

掲
載
記
事

　

 

①
庁
規
改
正
の
件
②
役
員
改
選
③
二

級
神
職
④
本
庁
表
彰
⑤
二
級
神
職
帰

幽
⑥
操
山
神
社
名
改
正
⑦
宗
教
法
人

法
切
替
事
務
⑧
伊
勢
神
宮
式
年
遷
宮

奉
賛
会
の
件
⑨
神
宮
参
宮
講
結
成
⑩

神
社
本
庁
会
館
建
設
⑪
諸
御
願
い
⑫

本
庁
評
議
員
岡
山
県
定
員
三
名
選
出

者
岡
山
県
神
社
庁
庁
報
（
第
十
三
号
）

印
刷　

八
ペ
ー
ジ

発
行　

昭
和
二
十
九
年
二
月
二
十
日

　

 「
往
来
神
社
新
報
の
附
録
と
し
て
第

十
二
号
ま
で
発
行
し
ま
し
た
が
今
般

都
合
に
よ
り
改
題
し
て
毎
年
四
回

（
一
、
四
、
七
、
十
）
月
に
発
行
し

て
御
手
許
へ
お
届
け
す
る
こ
と
に
致

し
ま
し
た
将
来
之
を
愛
し
て
育
て
て

健
全
の
発
達
を
見
る
様
に
御
支
援
御

協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
庁
報

の
記
事
は
法
令
通
達
等
よ
り
神
社
庁

の
活
動
情
勢
県
内
外
の
神
社
の
特
殊

記
事
な
ど
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を

集
録
し
た
い
と
思
い
ま
す
か
ら
記
事

が
あ
っ
た
ら
原
稿
を
お
届
け
下
さ
れ

ば
掲
載
し
て
お
応
え
い
た
し
ま
す
尚

初
号
か
ら
ご
保
存
下
さ
っ
て
参
考
に

供
し
て
頂
き
た
い
と
、
お
願
い
致
し

ま
す
。」

掲
載
記
事

　

 

①
庁
長
年
頭
の
辞
②
庁
報
発
刊
に
つ

い
て
③
支
部
長
調
④
役
職
員
調
⑤
教

化
講
習
会
予
告
⑥
岡
山
県
神
社
庁
舎



（9） 第 100 号 平成１８年１月１日岡 山 県 神 社 庁 庁 報

建
設
に
就
い
て
⑦
表
彰
⑧
淨
階
受
領

者
⑨
神
社
本
庁
評
議
員
、
神
社
庁
協

議
員
⑩
唐
川
宮
司
の
光
栄
⑪
全
国
神

職
大
会
⑫
宗
教
法
人
令
以
後
の
重
要

事
務
⑬
神
道
教
養
選
書
紹
介
⑭
階
位

検
定
に
つ
い
て
⑮
神
職
並
総
代
の
協

力
に
よ
っ
て
⑯
昭
和
二
十
八
年
度
岡

山
県
神
社
庁
予
算
書
⑰
第
五
十
九
回

式
年
遷
宮
奉
賛
会
募
金
現
況
⑱
伊
勢

参
宮
旅
行
団
結
成
⑲
昭
和
二
十
八
年

日
誌
よ
り

岡
山
県
神
社
庁
庁
報　

第
十
四
号

印
刷　

六
ペ
ー
ジ

発
行　

昭
和
二
十
九
年
四
月
二
十
日

掲
載
記
事

　

 

①
庁
長
挨
拶
（
神
社
と
日
本
民
族
）

②
階
位
検
定
並
授
与
手
続
③
刊
行
物

調
査
④
宗
教
法
人
の
登
記
⑤
神
社
境

内
地
並
境
内
建
物
の
処
分
に
関
す
る

件
⑥
神
社
に
常
備
す
べ
き
帳
簿
⑦
岡

山
県
神
職
歌
道
会
昭
和
二
十
九
年
度

兼
題
⑧
神
社
財
産
処
分
承
認
申
請
書

⑨
市
町
村
合
併
に
よ
る
変
更
登
記
の

件
⑩
神
社
有
土
地
払
下
⑪
境
内
地
譲

与
手
続
苦
心
思
出
の
記
⑫
神
社
調
査

⑬
神
社
の
財
政
強
化
に
就
い
て
⑭
神

宮
参
拝
記
⑮
神
社
神
道
昂
揚
資
金
造

成
計
画
⑯
大
塚
信
男
翁
退
職
記
念
品

贈
呈
者
名
簿
⑰
教
化
講
習
会
開
催
⑱

神
道
教
養
選
書
発
刊

岡
山
県
神
社
庁
庁
報　

第
十
五
号

印
刷　

八
ペ
ー
ジ

発
行　

昭
和
二
十
九
年
七
月
一
日

掲
載
記
事

　

 

①
昭
和
二
十
九
年
事
業
計
画
②
参
考

図
書
発
行
③
階
位
検
定
願
、
階
位
授

与
願
書
式
④
町
村
合
併
に
よ
る
廃
棄

書
類
の
保
存
に
つ
い
て
⑤
支
部
長
会

開
催
⑥
評
議
員
会
⑦
神
社
事
務
担
当

者
会
⑧
表
彰
⑨
町
村
合
併
等
に
伴
う

宗
教
法
人
規
則
変
更
手
続
に
つ
い
て

⑩
昭
和
二
十
九
年
一
月
〜
六
月
迄
半

ケ
年
の
日
誌
⑪
神
社
に
対
す
る
固
定

資
産
税
に
つ
い
て
⑫
宗
教
法
施
行
対

策
費
決
算
書
⑬
昭
和
二
十
八
年
度
事

業
実
施
報
告
書
⑭
昭
和
二
十
九
年
度

岡
山
県
神
社
庁
予
算
書
⑮
昭
和
二
十

七
年
度
岡
山
県
神
社
庁
決
算
書
⑯
信

仰
雑
話
⑰
教
化
講
習
会
録

岡
山
県
神
社
庁
庁
報　

第
十
六
号

印
刷　

六
ペ
ー
ジ

発
行　

昭
和
二
十
九
年
十
月
十
日

掲
載
記
事

　

 

①
庁
長
挨
拶
（
神
社
の
祭
）
②
神
社

中
心
の
教
化
に
就
い
て
③
氏
子
総
代

会
結
成
の
件
④
備
前
旧
藩
主
の
神
社

制
度
確
立
の
実
績
に
付
て
⑤
俸
給
令

改
正
⑥
教
育
関
係
神
職
協
議
会
に
参

加
し
て
⑦
講
習
会
並
協
議
会
開
催
予

告
⑧
承
継
登
記
の
件
⑨
美
星
町
合
併

報
告
祭
⑩
神
社
の
実
態
調
査
⑪
明
治

神
宮
復
興
奉
賛
会
岡
山
県
本
部
結
成

⑫
庁
舎
建
設
の
件

〇
名
称
形
態
に
つ
い
て

　

第
一
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
「
神
社

新
報
岡
山
附
録
」
と
し
て
発
行
、
ガ
リ

版
刷
り
で
一
ペ
ー
ジ
若
し
く
は
二
ペ
ー

ジ
で
あ
る
。
以
降
第
十
三
号
か
ら
「
岡

山
県
神
社
庁
庁
報
」
と
し
て
発
行
。
今

と
同
じ
印
刷
に
な
り
、
六
ペ
ー
ジ
か
ら

八
ペ
ー
ジ
と
な
る
。

〇
発
行
年
月
日
に
つ
い
て

　

第
一
号
に
「
毎
月
一
回
発
行
し
ま

す
。」
と
あ
り
、
第
四
号
ま
で
は
凡
そ

毎
月
発
行
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
長

い
と
こ
ろ
で
は
一
年
以
上
も
発
行
が
途

絶
え
て
い
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
第
九
号

に
「
本
附
録
は
一
時
中
止
せ
し
も
本
年

よ
り
年
四
回
一
半
期
毎
に
発
行
す
べ
き

に
付
・
・
」
と
あ
っ
た
が
、
次
の
第
十

号
は
一
年
後
の
発
行
と
な
っ
て
い
る
。

岡
山
県
神
社
庁
庁
報
と
改
題
さ
れ
て
か

ら
の
昭
和
二
十
九
年
は
、
予
定
通
り
年

四
回
の
発
行
と
な
っ
て
い
る
。
尚
、
上

記
記
載
の
発
行
年
月
日
中
「
〜
」
の
つ

い
て
い
る
も
の
は
、
は
っ
き
り
し
た
記

載
が
無
く
、
掲
載
記
事
中
の
年
月
日
か

ら
推
測
し
た
も
の
で
あ
る
。

〇
掲
載
記
事
内
容

　

第
一
号
か
ら
暫
々
目
立
つ
記
事
は

「
境
内
地
譲
与
手
続
」
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
。
昭
和
二
十
三
年
五
月
一
日
迄

に
提
出
し
な
け
れ
ば
そ
の
権
利
を
失
う

と
あ
り
、
神
社
庁
挙
げ
て
皆
で
苦
心
し

た
様
子
が
見
て
取
れ
る
。第
五
号
に「
神

社
境
内
地
譲
与
申
請
手
続
完
了
」
と

あ
っ
た
が
、
特
に
挙
証
に
苦
慮
さ
れ
、

提
出
し
た
も
の
の
挙
証
不
足
で
そ
の
処

理
が
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
様
子
が
第

八
号
、
第
九
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

13号から活字印刷となる

「庁報」となる18号現在と同じロゴになる28号
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そ
の
他
法
令
手
続
に
関
す
る
も
の
も

多
々
見
ら
れ
る
。

　

二
十
年
代
中
盤
以
降
は
、
神
社
庁
事

務
分
担
、
庁
規
改
正
、
各
種
講
習
会
等

の
記
事
が
見
ら
れ
、い
よ
い
よ
神
社
庁
、

各
神
社
の
発
展
に
向
け
進
ん
で
い
く
様

子
が
見
ら
れ
る
。

◎
境
内
地
譲
与
に
つ
い
て

　

境
内
地
譲
与
の
件
に
つ
い
て
は
、
第

一
号
か
ら
昭
和
二
十
九
年
発
行
の
第
十

四
号
の
境
内
地
譲
与
手
続
苦
心
思
出
の

記
に
至
る
ま
で
、
各
号
に
て
記
事
が

多
々
見
ら
れ
る
。
何
故
こ
れ
に
つ
い
て

の
記
事
が
重
要
で
多
く
見
ら
れ
た
か

は
、当
時
の
時
代
背
景
に
原
因
が
あ
る
。

（
大
蔵
省
財
務
局
五
十
年
史
か
ら
）

　

昭
和
二
十
二
年
制
定
の
新
憲
法
第
八

十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
財
産
を

宗
教
上
の
使
用
に
供
す
る
こ
と
が
禁
じ

ら
れ
た
た
め
、
終
戦
ま
で
の
長
期
に
わ

た
っ
た
国
と
社
寺
の
関
係
を
清
算
す
る

必
要
が
あ
っ
た
。

〇 

社
寺
境
内
地
国
有
財
産
の
歴
史
的
経
緯

　

社
寺
境
内
地
の
問
題
は
明
治
維
新
に

さ
か
の
ぼ
る
。

　

幕
府
の
大
政
奉
還
と
諸
侯
の
版
籍
奉

還
に
次
い
で
、
明
治
四
年
太
政
官
布
告

に
よ
り
、
社
寺
に
対
し
「
必
要
な
境
内

地
等
を
除
く
ほ
か
の
社
寺
領
」
の
上
地

を
命
ぜ
ら
れ
た
。

　

さ
ら
に
明
治
六
年
の
太
政
官
布
告

「
地
租
改
正
条
例
」
に
基
づ
く
官
民
有

区
分
に
当
た
っ
て
は
、
祭
典
・
法
要
に

必
要
な
境
内
地
に
つ
い
て
も
民
有
の
確

証
の
な
い
も
の
は
官
有
地
に
編
入
さ
れ

た
。

　

そ
の
後
明
治
三
十
二
年
「
国
有
土
地

森
林
原
野
下
戻
法
」
が
制
定
さ
れ
、
民

有
の
証
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
下
戻

処
分
に
よ
り
元
の
所
有
者
に
返
還
す
る

処
理
を
行
っ
た
が
、
申
し
出
の
期
限
が

一
年
で
あ
っ
た
こ
と
、
事
実
の
主
張
を

し
な
か
っ
た
も
の
も
あ
る
な
ど
社
寺

に
と
っ
て
少
な
か
ら
ず
酷
な
取
扱
い
で

あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
た
た
め
、

大
正
十
年
「
国
有
財
産
法
」（
旧
）
が

制
定
さ
れ
た
際
、第
五
条
で
は
「
神
社
・

寺
院
が
合
併
し
た
場
合
、
必
要
で
な
く

な
っ
た
跡
地
に
つ
い
て
は
、
合
併
し
た

神
社
又
は
寺
院
に
譲
与
で
き
る
」
こ
と

と
な
り
、
第
二
十
四
条
で
は
「
寺
院
境

内
地
は
雑
種
財
産
と
し
て
当
該
寺
院
に

無
償
で
貸
し
付
け
た
も
の
と
み
な
す
」

取
扱
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

そ
の
後
昭
和
十
四
年
に
「
宗
教
団
体

法
」
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、「
寺

院
等
ニ
無
償
ニ
テ
貸
付
テ
ア
ル
国
有
財

産
ノ
処
分
ニ
関
ス
ル
法
律
」
が
制
定
さ

れ
、一
定
期
間
内
に
申
請
し
た
場
合
は
、

「
寺
院
境
内
地
処
分
審
査
会
」
の
諮
問

に
よ
り
、
必
要
な
部
分
は
譲
与
さ
れ
、

譲
与
が
認
め
ら
れ
な
い
部
分
も
時
価
の

半
額
で
売
払
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

な
っ
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
国
有
境
内
地
の
処
理

の
方
向
が
定
め
ら
れ
、
そ
の
実
施
が
軌

道
に
乗
り
か
け
た
と
こ
ろ
で
、
戦
争
が

激
し
く
な
っ
て
き
た
た
め
、
昭
和
十
八

年
十
月
の
審
査
会
を
最
後
に
処
分
事
務

は
停
止
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

〇
戦
後
に
お
け
る
社
寺
境
内
地
の
処
理

　

連
合
軍
は
占
領
政
策
の
柱
の
一
つ

で
あ
っ
た
宗
教
に
関
す
る
民
主
化
の
た

め
、
特
に
神
道
及
び
神
社
に
対
す
る
公

の
関
与
を
排
除
す
る
た
め
、
昭
和
二
十

年
十
月
四
日
に
政
治
的
、
社
会
的
及
び

宗
教
的
事
由
に
対
す
る
制
限
の
除
去
に

関
す
る
件
」
次
い
で
十
二
月
十
五
日
に

は
「
神
道
に
対
す
る
政
府
の
補
償
、
支

援
、
保
全
、
監
督
並
び
に
弘
布
の
廃
止

に
関
す
る
件
」
の
指
令
を
出
し
た
。

　

こ
れ
に
基
づ
き
、
日
本
政
府
は
昭
和

二
十
一
年
二
月
「
官
国
幣
社
経
費
ニ
関

ス
ル
法
律
廃
止
等
ノ
件
」
を
制
定
し
、

従
来
公
用
財
産
と
し
て
扱
っ
て
い
た
神

社
境
内
地
を
雑
種
財
産
に
改
め
、
所
管

を
内
務
省
か
ら
大
蔵
省
へ
と
変
更
し
た

も
の
の
、
寺
院
境
内
地
同
様
に
国
か
ら

無
償
貸
付
さ
れ
た
も
の
と
し
て
残
さ
れ

た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
新
憲
法
の
規
定
に

抵
触
す
る
社
寺
へ
の
国
有
財
産
の
無
償

貸
付
制
度
を
廃
止
す
る
必
要
が
あ
っ
た

の
で
、
昭
和
二
十
二
年
四
月
「
社
寺

等
に
無
償
で
貸
付
し
て
あ
る
国
有
財
産

の
処
分
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ

た
。
こ
の
法
律
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯

も
あ
り
、
社
寺
等
に
次
の
条
件
を
満
た

し
た
場
合
は
無
償
譲
与
で
き
る
規
定
を

設
け
、
な
お
一
年
以
内
に
申
請
を
し
た

も
の
と
し
た
。

イ 

．
明
治
元
年
の
社
寺
上
地
令
あ
る
い

は
地
租
改
正
条
例
に
基
づ
き
国
有
と

な
っ
た
も
の

ロ 

．
現
に
国
有
財
産
法
に
よ
り
無
償
貸

付
を
受
け
て
い
る
も
の

ハ
．
宗
教
活
動
に
必
要
な
も
の

　

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
事
実
が
証
明
で

き
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
時
価
の
半

額
で
売
り
払
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

な
っ
た
。

〇
社
寺
境
内
地
処
分
の
経
過

　

こ
の
法
律
に
基
づ
く
処
理
は
、
重
要

な
事
案
は
大
蔵
本
省
の
「
社
寺
境
内
地

処
分
中
央
審
査
会
」
で
、
比
較
的
軽
微

な
事
案
は
各
財
務
局
毎
の
「
同
地
方
審

査
会
」
に
よ
り
関
係
部
局
の
担
当
者
の

ほ
か
、
宗
教
関
係
者
、
学
識
経
験
者
が

審
査
員
と
し
て
一
件
ご
と
に
審
査
を

し
、
処
理
を
し
た
。

　

両
審
査
会
は
、
申
請
の
あ
っ
た
社
寺

境
内
地
の
沿
革
、
伝
統
的
な
由
緒
等
の

事
情
を
綿
密
に
調
査
の
う
え
、
答
申
を
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行
い
、
こ
の
答
申
を
受
け
て
処
理
を

行
っ
た
。
短
期
間
に
膨
大
な
財
産
が
処

理
さ
れ
て
い
る
。
こ
の「
中
央
審
査
会
」

は
昭
和
二
十
七
年
三
月
末
、「
地
方
審

査
会
」
は
昭
和
二
十
八
年
三
月
末
に
審

査
を
終
了
し
消
滅
し
た
。

〇 

境
内
地
処
分
に
つ
い
て
（
神
社
本
庁

の
対
応
）

　

神
社
の
国
有
境
内
地
問
題
は
、
日
本

国
憲
法
の
草
案
が
国
会
で
審
議
さ
れ
て

い
た
頃
、
宗
教
団
体
は
国
か
ら
特
権
を

受
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
又
「
公
金

そ
の
他
公
の
財
産
は
宗
教
上
の
組
織
若

く
は
団
体
の
使
用
、
便
宜
若
く
は
維
持

の
た
め
こ
れ
を
支
出
し
、
又
そ
の
利
用

に
供
し
て
は
な
ら
な
い
」（
草
案
第
八

十
五
条
）と
あ
る
点
が
問
題
と
な
っ
た
。

歴
史
的
由
緒
か
ら
見
れ
ば
、
元
々
神
社

の
境
内
地
で
あ
っ
た
も
の
を
、
制
度
上

国
有
地
若
く
は
保
管
林
に
し
た
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
草
案
が
通
過
す
る
と
没

収
に
遭
う
も
の
と
重
大
視
し
た
。
そ
こ

で
本
庁
は
、
連
合
軍
最
高
司
令
部
、
政

府
、
代
議
士
及
び
大
蔵
、
農
林
両
省
の

当
事
者
と
協
議
、
日
本
宗
教
連
盟
と
共

同
で
各
方
面
に
陳
情
書
を
出
し
、
そ
の

無
償
還
付
を
懇
請
し
た
。結
果
議
会
は
、

社
寺
の
既
得
権
は
こ
れ
を
侵
す
も
の
に

あ
ら
ず
、
租
税
等
の
公
課
は
減
免
す
る

こ
と
、
学
校
に
於
け
る
宗
教
教
育
は
私

立
は
自
由
で
あ
る
こ
と
、
及
び
境
内
地

と
保
管
林
と
は
基
準
を
設
け
て
譲
渡
す

も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
光

明
を
認
め
た
。こ
の
法
案
通
過
成
立
は
、

事
の
道
理
上
か
ら
言
え
ば
、
極
め
て
自

然
且
つ
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
終
戦

直
後
か
ら
新
憲
法
成
立
に
至
る
間
の
あ

の
異
常
な
社
会
情
勢
の
中
で
は
、
随
分

矯
激
な
世
論
が
横
行
し
て
い
る
時
代
で

　

岡
山
県
内
の
神
宮
大
麻
頒
布
数
は
、

昭
和
二
十
年
代
三
十
年
代
は
四
万
体
か

ら
六
万
体
で
推
移
し
、
昭
和
四
十
年
代

五
十
年
代
に
は
七
万
体
か
ら
十
二
万
体

に
ま
で
増
え
て
き
た
。
そ
し
て
、
昭
和

六
十
一
年
度
に
十
三
万
体
を
越
え
、
六

十
二
年
度
に
は
十
四
万
体
を
越
え
、
さ

ら
に
平
成
に
入
っ
て
十
五
万
体
を
越

え
、
平
成
五
年
度
に
は
十
六
万
体
を
越

え
た
。
し
か
し
、そ
の
後
は
伸
び
悩
み
、

こ
の
十
年
間
は
十
六
万
五
千
体
前
後
で

微
増
減
を
繰
り
返
し
て
い
る
。

　

こ
れ
を
戦
後
日
本
の
経
済
状
況
に
照

ら
し
て
み
る
と
、
終
戦
後
の
混
迷
期
は

五
万
体
前
後
の
頒
布
数
で
あ
っ
た
が
、

や
が
て
高
度
経
済
成
長
期
に
入
る
と
次

第
に
そ
の
数
を
伸
ば
し
始
め
、
平
成
の

初
期
に
は
約
三
倍
に
ま
で
頒
布
数
を
上

げ
て
き
た
。
特
に
昭
和
六
十
年
九
月
の

プ
ラ
ザ
合
意
、
す
な
わ
ち
「
円
高
ド
ル

安
」
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
バ
ブ
ル
経
済

は
、
五
年
後
の
平
成
二
年
に
弾
け
飛
ん

だ
が
、
そ
の
五
年
間
に
約
三
万
体
の
増

頒
布
を
記
録
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
バ
ブ

ル
経
済
の
崩
壊
と
共
に
増
頒
布
も
頭
打

ち
と
な
り
、
平
成
五
年
度
以
降
は
毎
年

十
六
万
体
台
に
留
ま
っ
て
い
る
。

　

一
方
、
神
宮
大
麻
初
穂
料
は
、
昭
和

二
十
三
年
度
当
時
二
十
円
だ
っ
た
も
の

が
、
昭
和
二
十
六
年
度
に
は
三
十
円
、

昭
和
三
十
五
年
度
に
は
五
十
円
に
改
定

さ
れ
、
そ
の
後
も
漸
次
改
定
さ
れ
て
昭

和
五
十
五
年
度
に
は
五
百
円
、
そ
し
て

平
成
七
年
度
に
は
八
百
円
と
な
っ
て
現

在
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
初
穂
料

の
改
定
に
よ
る
頒
布
数
へ
の
影
響
は
さ

ほ
ど
感
じ
ら
れ
な
い
。
三
百
円
か
ら
五

百
円
に
改
定
さ
れ
た
昭
和
五
十
五
年
度

の
頒
布
数
は
、
そ
の
前
年
度
よ
り
も
む

し
ろ
増
え
て
い
る
。
ま
た
、
他
の
改
定

あ
っ
た
の
で
、
神
社
本
庁
は
大
変
苦
労

し
た
。

　

そ
の
申
請
手
続
は
こ
の
趣
旨
と
手
続

を
諒
解
せ
し
め
る
た
め
、
本
庁
は
文
部

省
、
仏
教
連
合
会
と
三
者
協
同
で
、
全

国
各
地
で
講
習
を
行
っ
た
。

　

そ
の
後
境
内
地
処
分
が
な
か
な
か
片

づ
か
ず
、
境
内
地
処
分
中
央
審
査
会
、

地
方
審
査
会
は
、
昭
和
二
十
七
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
、
社
寺
保
管
林
審
査
会

は
、
昭
和
二
十
六
年
九
月
ま
で
存
続
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
本
庁
で
は

未
処
理
神
社
は
至
急
促
進
す
る
こ
と
、

未
申
請
神
社
も
至
急
処
理
す
る
よ
う
通

達
し
た
。

年
度
で
は
若
干
減
体
と
な
っ
て
は
い
る

が
、
そ
の
翌
年
に
は
ま
た
増
体
に
転
じ

て
お
り
、
初
穂
料
改
定
に
よ
る
頒
布
数

へ
の
影
響
は
数
字
の
面
か
ら
だ
け
見
る

と
、ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

庁
報
に
見
る
岡
山
県
の
神
宮
大
麻
頒
布
の
変
遷

庁
報
に
見
る
岡
山
県
の
神
宮
大
麻
頒
布
の
変
遷

岡山県内の神宮大麻頒布数
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昭
和
二
十
年
代

　

昭
和
二
十
一
年
二
月
三
日
に

神
社
本
庁
が
設
立
さ
れ
、
三
月

十
二
日
に
は
岡
山
県
神
社
庁
が

設
立
さ
れ
た
。

　

二
十
年
代
の
神
社
庁
庁
報
に

は
昭
和
二
十
七
年
か
ら
予
算
・

決
算
が
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
そ
の
中
で
も
有
力
神
社
か

ら
の
神
社
割
寄
贈
金
の
比
重
が

負
担
金
の
二
か
ら
三
倍
と
大
き

く
、
県
内
各
社
は
、
負
担
金
を

出
し
た
く
て
も
出
せ
な
い
状
況

で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

昭
和
三
十
年
代

　

三
十
年
代
は
、
二
十
年
代
に

収
入
の
主
流
で
あ
っ
た
神
社
割

寄
贈
金
が
姿
を
消
し
、
か
わ
り

に
過
年
度
収
入
が
現
れ
て
い
る
。

　

前
年
度
未
納
の
神
社
負
担
金

を
過
年
度
収
入
と
し
て
あ
げ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
見

る
と
、
三
十
年
代
の
は
じ
め
は

負
担
金
予
算
の
内
、
半
額
程
度

し
か
納
め
ら
れ
て
い
な
い
の
が

わ
か
る
。

　

当
時
神
社
庁
に
勤
め
て
お
ら

れ
た
伊
勢
神
社
見
垣
宮
司
は
、

負
担
金
を
納
め
て
も
ら
う
た
め

バ
ス
に
乗
っ
て
支
部
に
直
接
徴

収
に
出
か
け
た
こ
と
も
あ
っ
た

そ
う
で
あ
る
。

　

三
十
年
代
後
半
に
な
る
と
、

過
年
度
収
入
も
次
第
に
少
な
く

な
っ
て
お
り
、
お
お
か
た
の
神

社
は
年
度
内
に
負
担
金
を
納
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い

る
。

昭
和
四
十
年
代

　

四
十
年
代
に
な
る
と
、
物
価

や
景
気
の
伸
び
で
神
社
負
担
金

も
急
速
に
額
が
増
え
て
き
て
、

四
十
年
代
の
後
半
は
三
十
年
代

後
半
の
ほ
ぼ
四
倍
に
な
り
、
事

業
収
入
予
算
・
諸
収
入
予
算
は
、

四
十
年
代
の
十
年
間
で
ほ
ぼ
十

倍
に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
は
じ
め
は
負
担
金
予

算
の
方
が
決
算
よ
り
多
か
っ
た

の
が
、
急
速
に
増
額
し
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
年
間
で

予
算
と
決
算
が
全
く
横
並
び
に

な
っ
て
い
る
。
県
内
各
神
社
が

や
っ
と
経
済
的
に
復
調
し
、
自

立
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

が
窺
え
る
。

　

尚
、
昭
和
三
十
七
年
・
三
十

八
年
の
予
算
書
等
は
第
三
十
三
・

三
十
四
号
あ
た
り
に
掲
載
さ
れ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
未
入
手

の
為
金
額
が
不
明
で
あ
る
。

予
算
書
・
決
算
書
に
見
る
年
代
別
県
内
神
社
の
状
況

予
算
書
・
決
算
書
に
見
る
年
代
別
県
内
神
社
の
状
況

その他収入

負担金収入
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神
社
庁
庁
報
百
号
記
念
編
集
に
際

し
、
第
一
号
か
ら
十
二
号
ま
で
の
ガ
リ

版
刷
の
庁
報
に
、
神
社
庁
職
員
の
方
々

の
並
々
な
ら
ぬ
ご
苦
労
の
程
を
偲
び
つ

つ
目
を
通
し
、
神
道
指
令
に
基
づ
き
新

し
く
宗
教
法
人
と
し
て
出
発
し
た
終
戦

後
を
振
り
返
っ
て
見
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。
戦
争
を
知
ら
な
い
神
職
さ
ん
も

多
数
お
ら
れ
る
現
在
、
幸
い
に
も
社
家

の
娘
と
し
て
生
ま
れ
育
っ
た
私
に
と
っ

て
、
戦
中
戦
後
の
思
い
出
は
苦
し
く
も

あ
り
悲
し
い
も
の
で
し
た
が
、
神
社

界
の
受
け
た
衝
撃
は
筆
舌
に
尽
く
し
難

い
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　

昭
和
二
十
年
、
終
戦
の
年
の
十
月
十

三
日
帰
還
し
た
宮
司
で
あ
る
父
は
、
兵

隊
呆
け
と
言
う
か
放
心
状
態
と
言
う

か
、
何
と
言
っ
て
言
葉
を
か
け
て
良
い

の
か
私
達
家
族
は
途
方
に
く
れ
る
状
態

で
し
た
。
物
の
不
自
由
さ
と
い
っ
た
ら

現
今
の
生
活
状
態
か
ら
は
全
く
想
像
も

つ
か
ぬ
、
す
べ
て
の
物
が
配
給
制
、
神

社
で
使
用
す
る
半
紙
や
奉
書
・
水
引
、

神
饌
に
供
す
る
米
・
酒
等
自
由
に
求
め

る
事
が
叶
わ
ず
、
魚
貝
類
も
田
舎
に
配

さ
れ
る
物
は
頭
ば
か
り
で
、
私
達
は
海

で
頭
ば
か
り
が
泳
い
で
い
る
訳
で
は
あ

る
ま
い
に
、
と
笑
っ
て
堪
え
た
も
の
で

す
。

　

塩
の
配
給
も
思
う
に
任
せ
ぬ
状
態
が

終
戦
後
四
年
か
五
年
位
続
い
た
で
し
ょ

う
か
、
軍
隊
か
ら
帰
還
し
た
父
は
当
時

塩
類
ま
で
も
配
給
制
と
は
思
っ
て
も
見

な
か
っ
た
よ
う
で
、
自
分
の
好
き
だ
っ

た
砂
糖
を
背
負
い
き
れ
る
だ
け
持
ち
帰

り
、
大
変
後
悔
し
て
い
た
事
も
鮮
明
に

思
い
出
さ
れ
ま
す
。

　

神
主
と
て
霞
を
食
べ
て
生
き
て
ゆ
く

訳
で
は
な
く
、ま
し
て
家
族
も
い
る
事
、

収
入
源
の
無
く
な
っ
た
神
主
の
戸
惑
い

は
計
り
知
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
近
隣
の
神
主
さ
ん
の
中
に
は
、

生
活
を
支
え
る
為
に
格
式
有
る
神
社
に

奉
務
す
る
べ
く
氏
神
を
離
れ
て
単
身
出

向
か
れ
た
人
、
亦
、
食
糧
難
か
ら
逃

れ
る
た
め
開
拓
入
植
者
に
応
募
さ
れ
た

人
、
公
務
員
と
し
て
或
は
会
社
員
と
し

て
現
金
収
入
の
道
を
選
ば
れ
た
人
な
ど

も
あ
り
ま
し
た
。
当
時
は
「
神
も
佛
も

あ
る
も
の
か
」
と
い
っ
た
敗
戦
と
い
う

事
態
が
も
た
ら
し
た
世
相
の
中
で
、
宮

司
で
あ
る
父
は
京
都
の
神
社
か
ら
お
誘

い
を
受
け
た
様
で
す
が
、「
氏
神
様
を

捨
て
た
ら
、
必
ず
氏
神
様
に
捨
て
ら
れ

る
」
と
決
断
し
、
ど
ん
な
に
貧
し
く
て

も
生
き
る
道
は
有
る
か
ら
堪
え
て
く
れ

る
様
に
と
、
家
族
に
言
っ
た
の
で
す
。

　

其
の
言
葉
を
聞
い
た
時
、
私
は
父
は

生
ま
れ
な
が
ら
の
神
主
だ
、
と
感
動
し

ま
し
た
。
慣
れ
ぬ
牛
飼
い
を
し
た
り
近

所
の
田
畑
の
手
伝
い
等
暇
が
有
れ
ば
農

業
に
も
従
事
、
愚
痴
も
こ
ぼ
さ
ず
敬
神

昂
揚
を
目
ざ
し
て
五
年
、
そ
の
う
ち
或

る
商
家
の
ご
主
人
が
二
反
も
の
田
圃
を

「
生
計
の
役
に
立
て
な
さ
い
」
と
寄
進

し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
復
員
さ
れ
た
氏

子
の
方
々
が
出
征
の
際
、
武
運
長
久
の

祈
願
を
し
て
貰
っ
て
出
発
し
た
我
々
の

心
の
故
郷
で
あ
る
神
社
を
、
今
ま
で
通

り
に
お
守
り
し
て
い
き
た
い
と
い
う
心

根
か
ら
次
第
に
参
拝
者
も
増
し
て
き
ま

し
た
。
祈
年
祭
を
始
め
夏
越
祭
・
風
神

祭
・
例
祭
・
新
嘗
祭
と
賑
々
し
く
厳
粛

に
斎
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、
氏

神
様
を
賑
や
か
な
明
る
い
社
に
し
た
ら

と
い
う
事
で
、
昭
和
二
十
九
年
四
月

よ
り
託
児
所
兼
保
育
所
を
開
所
し
ま
し

た
。
神
の
御
加
護
を
ひ
た
す
ら
信
じ
て

神
明
奉
仕
に
精
励
し
た
父
の
熱
い
思
い

が
実
っ
た
時
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

毎
朝
幼
な
児
を
迎
え
る
宮
司
の
晴

れ
や
か
な
笑
顔
、
終
戦
後
十
年
に
し
て

蘇
っ
た
氏
神
様
の
姿
、
そ
の
蔭
に
は

様
々
な
苦
難
も
有
っ
た
と
思
い
ま
す
。

雑
炊
や
粥
と
い
っ
た
食
事
し
か
食
べ
ら

れ
な
か
っ
た
十
年
も
、
今
や
氏
子
の

人
々
に
助
け
ら
れ
て
有
難
い
食
事
を
と

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
神
社
が
有
っ

て
、
氏
子
が
い
て
、
神
職
が
誠
心
誠
意

真
心
を
以
て
神
様
に
御
奉
仕
す
れ
ば
、

必
ず
神
様
は
受
け
と
め
て
下
さ
る
。
氏

子
の
中
に
は
時
間
の
か
か
る
人
が
有
る

か
も
知
れ
な
い
が
、
必
ず
理
解
し
て
貰

え
る
か
ら
そ
の
心
だ
け
は
肝
に
銘
じ
て

神
明
奉
仕
を
し
な
さ
い
。」
こ
れ
は
父

が
今
わ
の
際
に
私
に
言
い
遺
し
た
言
葉

で
、
具
体
的
な
事
は
何
ひ
と
つ
話
し
て

は
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
戦

後
の
変
動
期
を
見
事
に
乗
り
切
っ
て
、

氏
子
離
れ
の
寂
し
い
神
社
に
な
る
こ
と

な
く
、
立
派
な
氏
神
様
と
し
て
祭
祀

を
挙
行
出
来
る
現
状
を
見
る
時
、
人
間

に
の
み
神
様
が
授
け
て
下
さ
っ
た
心

の
「
ふ
る
さ
と
」
は
氏
神
様
で
あ
る
と

確
信
す
る
の
で
す
。
神
職
た
る
者
常
に

「
生
か
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
感
謝
の

心
を
持
っ
て
厳
粛
な
る
祭
祀
の
執
行
に

務
め
、
神
社
を
維
持
管
理
し
、
さ
ら
に

後
継
者
の
育
成
に
務
め
る
必
要
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。

父
の
後
ろ
姿
に
見
た
も
の

大
澤
瑞
枝

古
い
庁
報
に
先
人
の
苦
労
を
思
い
な
が
ら
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一
、
発
端

　

七
年
前
（
平
成
十
年
）、
私
は
鼻
の

奥
（
上
咽
頭
）
に
悪
性
の
腫
瘍
（
癌
）

が
で
き
て
い
る
こ
と
を
医
師
か
ら
告
げ

ら
れ
ま
し
た
。
検
査
の
結
果
、
末
期

癌
で
首
の
リ
ン
パ
腺
に
も
転
移
し
て
い

ま
し
た
。
四
十
六
才
の
時
で
し
た
。
ま

だ
下
の
子
ど
も
は
小
学
生
で
深
刻
で
し

た
。
私
は
な
ぜ
癌
に
な
っ
た
の
か
、
こ

の
ま
ま
死
ん
で
し
ま
う
の
か
、
悩
み
ま

し
た
。
そ
ん
な
時
に
阿
智
神
社
の
石
村

宮
司
と
の
出
会
い
も
あ
り
ま
し
た
。
つ

ら
い
抗
ガ
ン
剤
・
放
射
線
治
療
の
間

に
、「
私
は
な
ぜ
生
ま
れ
て
き
た
の
か
。

残
さ
れ
た
時
間
に
何
を
す
れ
ば
い
い
の

か
。」
な
ど
を
自
問
自
答
し
ま
し
た
。

そ
の
時
に
感
じ
た
こ
と
は
、『
吉
備
の

国
の
調
和
』『
温う

ら羅
』『
子
ど
も
た
ち
の

未
来
』
と
い
う
言
葉
で
し
た
。

　

七
十
キ
ロ
あ
っ
た
私
の
体
重
は
四
十

五
キ
ロ
に
な
り
ま
し
た
が
、
と
り
あ
え

ず
退
院
し
ま
し
た
。
山
が
好
き
だ
っ
た

の
で
リ
ハ
ビ
リ
を
兼
ね
、
裏
山
の
『
吉

備
の
中な
か
や
ま山
』
に
登
っ
て
み
ま
し
た
。
吉

備
の
中
山
は
、
古
代
吉
備
国
の
中
心
的

な
聖
地
で
あ
り
、
矢
藤
治
山
古
墳
・
中

山
茶
臼
山
古
墳
（
御
陵
）・
尾
上
車
山

古
墳
・
石
舟
古
墳
な
ど
の
貴
重
な
古
墳
、

多
く
の
磐
座
や
遺
跡
・
史
跡
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
ら
の
古
墳
を
二
分
す
る
よ
う

に
備
前
と
備
中
の
境
界
線
が
引
か
れ
、

山
麓
に
は
双
方
の
国
の
一
宮
（
吉
備
津

彦
神
社
、
吉
備
津
神
社
）
が
鎮
座
し
て

い
ま
す
。
し
か
し
実
際
に
山
を
歩
い
て

み
る
と
、
ど
こ
も
か
し
こ
も
草
が
茫
々

と
生
え
、
荒
れ
て
い
ま
し
た
。
一
人
で

草
刈
り
を
し
た
り
、
枯
れ
枝
の
整
理
を

始
め
ま
し
た
。
す
る
と
身
体
の
調
子
が

ど
ん
ど
ん
よ
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

二
、
会
の
設
立

　

私
が
作
業
を
し
て
い
る
と
、
一
緒
に

し
よ
う
と
い
う
仲
間
が
あ
ら
わ
れ
ま
し

た
。
地
元
の
連
合
町
内
会
長
さ
ん
も
参

加
し
て
く
れ
ま
し
た
。
ほ
と
ん
ど
は
私

よ
り
年
配
の
方
で
す
。
郷
土
の
歴
史
を

研
究
し
て
い
る
方
、
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
を
し
て
い
た
方
、
体
育
協
会
の
方
、

昔
か
ら
こ
の
山
で
遊
ん
で
い
た
方
、
草

刈
り
名
人
の
方
な
ど
、
仲
間
が
徐
々
に

増
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
き
ち
ん
と

し
た
会
に
し
た
方
が
い
い
と
い
う
こ
と

で
、
会
則
を
つ
く
り
、
活
動
を
は
じ
め

て
三
年
目
（
平
成
十
五
年
二
月
）
に｢

吉
備
の
中
山
を
守
る
会｣

と
し
て
、
正

式
に
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

三
、
会
の
目
的
と
活
動

　

会
の
目
的
は
『
吉
備
の
中
山
と
そ
の

周
辺
の
史
跡
・
遺
跡
・
伝
承
・
自
然
な

ど
の
保
護
・
顕
彰
・
活
用
に
努
め
、
地

域
の
活
性
化
に
貢
献
す
る
こ
と
』で
す
。

事
務
局
は
吉
備
津
彦
神
社
に
お
い
て
い

ま
す
が
、
吉
備
の
中
山
に
関
わ
る
い
ろ

ん
な
団
体
・
施
設
と
協
力
し
て
、
活
動

し
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
月
一
〜

二
回
の
山
の
清
掃
整
備
活
動
、
調
査
・

研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。
平
成
十
五
年

度
・
十
六
年
度
の
活
動
ス
ロ
ー
ガ
ン
は

『
活
動
の
基
本
体
制
を
確
立
し
よ
う
！
』

と
し
、
山
道
の
整
備
や
案
内
看
板
の
設

置
に
重
点
を
お
い
た
活
動
を
し
ま
し

た
。ま
た
案
内
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
製
作
、

地
域
を
巻
き
込
む
文
化
的
な
イ
ベ
ン
ト

の
実
施
、
地
域
の
小
学
校
で
の
授
業
と

合
同
作
業
な
ど
も
行
い
ま
し
た
。

　

平
成
十
七
年
度
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は

『
新
し
い
吉
備
文
化
を
創
造
し
よ
う
！
』

で
す
。
地
域
の
伝
承
や
文
化
的
な
活
動

が
十
分
伝
わ
っ
て
お
ら
ず
、
少
し
貧
弱

で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
そ
こ

で
で
き
る
だ
け
過
去
の
資
料
や
風
習
を

参
考
に
し
て
、
親
か
ら
子
、
孫
へ
と
引

き
継
い
で
い
け
る
文
化
を
創
造
し
よ
う

と
し
て
い
ま
す
。

　

次
に
十
七
年
度
の
活
動
を
紹
介
し
ま

す
。

（
一
）
山
の
清
掃
活
動

　

毎
月
第
一
・
第
三
日
曜
日
に
各
ポ
イ

ン
ト
と
山
道
の
清
掃
・
整
備
を
行
っ
て

い
ま
す
。
整
備
活
動
の
担
当
者
が
計
画

を
た
て
、
指
示
を
出
し
ま
す
。
具
体
的

に
は
、
倒
木
の
処
理
、
草
刈
り
機
に
よ

る
草
刈
り
、
枯
れ
枝
拾
い
、
落
ち
葉
か

き
、
樹
木
の
下
枝
払
い
な
ど
の
活
動
を

し
て
い
ま
す
。

（
二
）「
温う

ら羅
の
花
祭
り
」

　

中
世
に
お
け
る
備
中
吉
備
津
宮
の
年

中
行
事
の
記
録
を
も
と
に
し
て
、
岡
山

市
尾
上
に
あ
る
「
石
舟
古
墳
」
で
、
温

羅
の
祭
り
を
四
月
第
一
日
曜
日
に
復
興

さ
せ
て
い
ま
す
。
参
加
者
が
桜
の
花
枝

を
持
ち
寄
り
、
祝
詞
奏
上
の
後
、
花
が

散
る
ま
で
互
い
に
打
ち
合
う
と
い
う
和

や
か
で
美
し
い
祭
り
で
す
。
今
ま
で
四

回
実
施
し
、
常
に
大
好
評
で
す
。

（
三
）「
吉
備
の
中
山
・
龍
神
祭
」

　

吉
備
の
中
山
は
、
い
く
つ
も
の
山
塊

会
長　

熊く
ま　

代し
ろ　

建け
ん　

治じ

三

鈴

学

園

学

園

長

新
見
公
立
短
期
大
学
講
師

住
所
：
岡
山
市
尾
上
六
九
五

『
吉
備
の
中
山
を
守
る
会
』
の
活
動

吉
備
文
化
の

　
　

創
造
に
向
け
て
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か
ら
な
っ
て
お
り
、
一
番
北
に
は
、
最

高
峰
の
龍
王
山
（
百
七
十
五
ｍ
）
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
山
頂
に
は
八
大
龍
王
を

祭
っ
た
石
造
り
の
祠
が
あ
り
、
江
戸
時

代
に
は
、
雨
乞
い
を
し
て
い
ま
し
た
。

こ
の
祠
の
前
で
、
三
月
第
一
日
曜
日
に

雨
乞
い
を
兼
ね
た
龍
神
祭
を
行
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
祭
り
の
た
め
に
、
十
七
年

五
月
、
小
学
生
と
若
者
で
『
吉
備
の
中

山
・
龍
王
太
鼓
』
と
い
う
和
太
鼓
の
グ

ル
ー
プ
を
結
成
し
、
九
月
か
ら
地
域
の

イ
ベ
ン
ト
な
ど
で
大
活
躍
を
し
て
い
ま

す
。
龍
王
太
鼓
の
責
任
者
は
中
学
校
の

現
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
で
、小
学
生
の
指
導
は
、

高
校
時
代
に
太
鼓
部
（
郷
土
芸
能
部
）

に
い
た
十
九
才
〜
二
十
一
才
の
お
兄
さ

ん
・
お
姉
さ
ん
が
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。

と
て
も
格
好
良
く
、
迫
力
の
あ
る
素
晴

ら
し
い
演
奏
を
披
露
し
て
く
れ
て
い
ま

す
。

（
四
）「
き
び
日
子
ま
つ
り
」

　

地
域
の
文
化
の
創
造
と
発
信
を
目
的

に
、
毎
年
十
月
一
日
の
夜
に
、
吉
備
津

彦
神
社
の
拝
殿
を
舞
台
に
し
て
、
文
化

発
表
会
を
し
て
い
ま
す
。
今
年
度
で

三
回
目
に
な
り
ま
し
た
。
小
学
生
が
地

域
の
歴
史
や
伝
承
を
語
る
「
吉
備
の
国

の
お
話
」、
お
琴
や
声
楽
、
舞
踊
、
岡

山
の
昔
話
、
小
学
生
に
よ
る
和
太
鼓
や

ロ
ッ
ク
ソ
ー
ラ
ン
な
ど
な
ど
。
司
会
進

行
も
小
学
生
が
し
て
、
心
温
ま
る
会
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。

（
五
）
獅
子
舞
と
赤
米
の
甘
酒

　

お
正
月
は
お
め
で
た
い
赤
米
の
甘
酒

を
飲
ん
で
、
獅
子
舞
か
ら
始
め
た
い
。

そ
う
い
う
会
員
の
願
い
か
ら
実
現
し
た

企
画
で
す
。
少
し
無
理
を
し
て
雄
雌
二

体
の
獅
子
を
新
調
し
ま
し
た
。
獅
子
は

天
狗
の
面
を
か
ぶ
っ
た
猿
田
彦
に
導
か

れ
て
入
場
し
、
舞
を
披
露
し
ま
す
。
舞

と
楽
曲
は
自
分
た
ち
で
創
作
し
ま
し

た
。
今
年
で
三
年
目
に
な
り
ま
す
が
、

大
人
気
で
新
し
い
風
物
と
し
て
定
着
し

そ
う
で
す
。
楽
士
・
舞
手
は
現
在
十
名

程
度
で
す
が
、
更
に
増
や
し
た
い
と
責

任
者
の
小
学
校
現
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
が
張
り

切
っ
て
い
ま
す
。

（
六
）
土
曜
日
子
ど
も
教
室

　

土
曜
日
の
子
ど
も
た
ち
の
居
場
所
づ

く
り
と
し
て
、
地
域
の
小
学
校
の
Ｐ
Ｔ

Ａ
と
協
力
し
て
、
年
間
を
通
じ
て
活
動

し
て
い
ま
す
。
竹
馬
や
竹
ぽ
っ
く
り

を
作
っ
て
乗
っ
た
り
、
わ
ら
じ
を
作
っ

た
り
、
リ
ム
回
し
を
し
た
り
、
ド
ン
グ

リ
を
拾
い
工
作
を
し
た
り
、
焼
き
芋
を

作
っ
た
り
、
子
ど
も
た
ち
と
の
楽
し
い

交
流
を
通
し
て
、
昔
話
や
昔
の
伝
承
を

伝
え
て
い
ま
す
。

（
七
）
幼
稚
園
児
・
小
学
生
・
中
学
生

と
の
共
同
作
業

　

毎
年
、
幼
稚
園
児
と
そ
の
保
護
者
と

共
に
山
に
の
ぼ
り
山
遊
び
を
し
た
り
、

小
学
生
と
一
緒
に
清
掃
活
動
を
し
た

り
、
中
学
生
を
案
内
し
た
り
し
て
い
ま

す
。自
分
た
ち
の
郷
土
を
知
る
こ
と
が
、

郷
土
を
愛
す
る
こ
と
と
の
信
念
か
ら
、

積
極
的
に
子
ど
も
た
ち
に
関
わ
っ
て
い

ま
す
。
最
近
、
私
た
ち
の
思
い
が
届
い

て
い
る
の
が
実
感
で
き
て
、
う
れ
し
く

思
っ
て
い
ま
す
。（
写
真
）

（
八
）
学
習
会
の
充
実
と
調
査
・
研
究

　

郷
土
史
家
の
先
生
を
迎
え
て
の
学
習

会
や
現
地
説
明
会
、
動
植
物
の
分
布
に

つ
い
て
の
調
査
研
究
な
ど
、
学
習
が
深

ま
れ
ば
深
ま
る
ほ
ど
、
郷
土
に
対
す
る

思
い
も
深
ま
っ
て
い
っ
て
い
ま
す
。

（
九
）
広
報
活
動
の
充
実

　

地
域
の
中
学
校
の
生
徒
会
の
メ
ン

バ
ー
と
一
緒
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
つ

く
り
ま
し
た
。
ア
ド
レ
ス
はhttp://

kibinonakayam
a.dee.cc/

で
す
。
ぜ

ひ
見
て
く
だ
さ
い
。
な
か
な
か
思
う

よ
う
な
広
報
活
動
が
で
き
て
い
な
い
の

で
、
今
後
の
課
題
で
す
。

（
十
）
役
員
準
備
会

　

活
動
の
反
省
や
計
画
準
備
の
た
め
の

役
員
準
備
会
を
、
毎
月
第
一
月
曜
日
に

実
施
し
て
い
ま
す
。
毎
回
十
五
〜
二
十

名
程
度
の
役
員
の
方
が
集
ま
り
、
お
茶

と
お
菓
子
を
食
べ
な
が
ら
、
楽
し
く
打

合
会
を
し
て
い
ま
す
。
楽
し
く
建
設
的

で
明
る
い
笑
い
声
に
満
ち
た
家
族
的
な

サ
ロ
ン
で
す
。

（
十
一
）
そ
の
他

　

音
楽
家
の
会
員
が
会
の
た
め
に
、

テ
ー
マ
ソ
ン
グ
を
作
詞
・
作
曲
し
て
く

れ
ま
し
た
。
カ
ラ
オ
ケ
ま
で
オ
ー
ケ
ス

ト
ラ
で
つ
く
り
、
会
員
が
と
て
も
喜
ん

で
い
ま
す
。

四
、
活
動
資
金

　

し
っ
か
り
し
た
活
動
を
し
て
い
く
た
め

に
は
、
確
か
な
活
動
資
金
が
必
要
で
す
。

平
成
十
七
年
度
の
予
算
は
約
百
二
十
万

円
で
計
画
し
て
い
ま
す
。収
入
の
内
訳
は
、

会
費
（
一
人
年
間
千
円
）、
冊
子
販
売
収

入
、
活
動
協
力
金
、
寄
付
金
・
協
賛
金
、

甘
酒
等
の
売
上
げ
、
獅
子
舞
祝
儀
な
ど

で
す
。
支
出
の
内
訳
は
、
活
動
保
険
料
、

和
太
鼓
購
入
費
、
草
刈
り
機
購
入
費
、

燃
料
代
、
事
務
費
、
会
場
費
な
ど
で
す
。

節
約
し
て
節
約
し
て
、
必
要
な
こ
と
に
ポ

ン
と
使
う
と
い
う
方
式
で
す
。

五
、
お
わ
り
に

　

現
在
の
会
員
数
は
約
百
三
十
名
で

す
。
自
分
の
し
た
い
こ
と
、
得
意
な
こ

と
な
ど
に
没
頭
し
、
自
分
を
生
か
し
、

他
人
を
生
か
し
、
活
動
す
れ
ば
す
る
ほ

ど
元
気
に
な
れ
る
よ
う
な
会
に
な
れ
る

よ
う
心
が
け
て
い
ま
す
。
当
初
は
、
五

十
四
才
の
私
が
最
年
少
で
し
た
が
、
気

が
つ
け
ば
若
い
会
員
も
増
え
、
四
十
才

代
の
会
員
が
生
き
生
き
と
動
き
、
二
十

才
代
の
青
年
が
小
学
生
と
楽
し
く
活
動

し
て
い
ま
す
。
笑
顔
と
笑
い
声
が
い
つ

も
満
ち
あ
ふ
れ
、
活
動
中
は
幸
せ
な
気

持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。

　

気
が
つ
け
ば
、
私
の
癌
は
ど
こ
か
に

吹
き
飛
ん
で
い
ま
し
た
。
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祭
式
講
師
研
修
会
に
参
加
し
て

皇
室
祭
祀
に
学
ぶ

岡
山
県
祭
式
助
教　

河
野　
　

薫

　

去
る
九
月
十
六
日
・
十
七
目
の
両
日
、

岡
山
県
神
社
庁
講
堂
を
会
場
に
、
中

国
地
区
祭
式
講
師
研
修
会
が
開
催
さ
れ

た
。

　

講
師
と
し
て
、
神
社
本
庁
祭
式
講
師

沼
部
春
友
、
安
江
和
宣
両
先
生
を
お
迎

え
し
、
当
県
か
ら
三
原
祭
式
講
師
、
藤

山
・
戸
部
・
河
野
祭
式
助
教
、
石
村
・

三
宅
・
牧
・
村
岡
・
笹
井
・
生
駒
各
祭

祀
委
員
の
十
名
が
参
加
、
県
外
（
中
国

地
区
）
か
ら
は
十
二
名
の
講
師
・
助
教

の
参
加
で
あ
っ
た
。

　

よ
く
、
国
学
院
大
学
と
皇
学
館
大
学

で
は
作
法
が
違
う
と
言
わ
れ
、
こ
れ
は

指
導
す
る
者
に
と
っ
て
も
、
ま
た
、
指

導
を
受
け
る
者
に
と
っ
て
も
、
厄
介
な

こ
と
で
あ
る
。
今
回
の
研
修
は
、
両
講

師
を
迎
え
て
、
指
導
方
法
の
諸
問
題
に

つ
い
て
、
直
接
ご
指
導
頂
く
良
い
機
会

で
あ
っ
た
。
限
ら
れ
た
二
日
間
と
い
う

研
修
会
で
、
あ
ら
ゆ
る
事
を
学
ぶ
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
講
師
先
生
の
豊
富
な

知
識
、
指
導
方
法
の
一
端
を
ご
教
授
頂

き
、
神
社
祭
式
の
奥
深
さ
を
改
め
て
痛

感
し
た
。

　

ま
ず
、
沼
部
先
生
か
ら
皇
室
の
祭
祀

に
つ
い
て
の
講
義
が
あ
り
、
次
に
安
江

先
生
か
ら
皇
族
の
装
束
に
お
け
る
高
倉

流
、
山
科
流
の
違
い
に
つ
い
て
の
講
義

を
頂
い
た
。
厳
格
に
執
り
行
わ
れ
て
い

る
皇
室
祭
祀
の
一
端
を
窺
い
知
る
こ
と

が
で
き
感
銘
を
受
け
る
と
と
も
に
、
文

化
を
継
承
し
て
い
く
こ
と
の
難
し
さ
を

学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。

　

ま
た
、
事
前
に
提
出
し
て
い
た
講
師

へ
の
質
問
事
項
に
つ
い
て
の
回
答
・
神

社
祭
式
講
師
研
究
会
申
合
事
項
（
昭
和

五
十
五
年
）に
つ
い
て
の
説
明
を
戴
き
、

自
分
自
身
の
認
識
の
甘
さ
、
誤
っ
た
思

い
込
み
に
気
付
か
さ
れ
反
省
し
き
り
の

研
修
会
で
も
あ
っ
た
。

　

現
在
、祭
祀
委
員
会
祭
式
部
会
で
は
、

神
社
祭
式
行
事
作
法
教
案
の
作
成
に
取

り
組
ん
で
い
る
。
講
師
・
助
教
の
誰
が

指
導
し
て
も
同
じ
指
導
が
で
き
、
分
か

り
易
く
戸
惑
う
こ
と
な
く
受
け
入
れ
て

も
ら
え
る
に
は
ど
の
よ
う
な
教
案
を
基

に
指
導
し
た
ら
よ
い
の
か
、
あ
ら
ゆ
る

角
度
か
ら
研
究
を
重
ね
て
い
る
。
こ
の

教
案
完
成
に
は
ま
だ
二
年
近
く
の
日
数

が
必
要
で
す
。

　

作
法
上
の
変
更
事
項
が
今
後
生
じ
た

場
合
、
い
か
に
し
て
周
知
徹
底
を
図
る

か
等
、
課
題
は
あ
り
ま
す
が
、
指
導
に

携
わ
る
者
と
し
て
早
急
に
完
成
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
一
番
の
事
業
と
思
っ

て
い
る
。

　

私
は
今
回
の
研
修
を
糧
に
、
今
一
度

頭
を
リ
セ
ッ
ト
し
て
細
部
に
い
た
る
ま

で
、
ア
ン
テ
ナ
を
張
り
巡
ら
し
理
解
を

深
め
る
心
構
え
を
常
に
持
ち
、
指
導
を

受
け
る
者
の
立
場
と
な
り
、
教
案
の
作

成
、指
導
に
努
め
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

中
堅
神
職
研
修
参
加
記

充
実
感
で
い
っ
ぱ
い

　

三
宅　

玲
子

　

男
性
二
十
五
名
、
女
性
二
名
、
計
二

十
七
名
の
受
講
生
で
中
堅
神
職
研
修
会

が
岡
山
県
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

年
齢
差
を
超
え
て
、
同
じ
志
の
者
が

結
集
し
、
残
暑
厳
し
い
八
月
二
十
二
日

か
ら
二
十
六
日
ま
で
の
四
泊
五
日
で
、

十
教
科
、
十
一
名
の
講
師
の
先
生
方
の

講
義
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。
初
日
に

神
社
庁
の
神
殿
で
一
日
中
、
祭
式
の
授

業
を
受
け
、
再
度
初
心
に
返
り
、
明
き

清
き
ま
こ
と
を
も
っ
て
祭
祀
に
い
そ
し

む
こ
と
に
改
め
て
気
付
か
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
ま
た
、
私
は
「
鎮
魂
」
の

授
業
は
初
め
て
で
し
た
の
で
と
て
も
新

鮮
で
し
た
。
精
神
統
一
が
で
き
、
む
つ

び
和
ら
ぐ
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。

　
「
伝
承
文
化
」
に
お
い
て
は
、
神
職

の
使
命
の
重
さ
に
責
任
を
感
じ
ま
し

た
。
ま
た
「
岡
山
の
絵
馬
（
民
俗
学
）」

と
云
う
科
目
が
あ
り
ま
し
た
。
私
は
絵

馬
に
対
す
る
知
識
が
非
常
に
浅
か
っ
た

の
で
、
と
て
も
興
味
深
く
拝
聴
し
ま
し

た
。
私
の
奉
務
す
る
神
社
に
は
大
絵
馬

は
飾
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
歴
史
あ

る
物
に
価
値
を
感
じ
ま
し
た
。絵
馬
は
、

人
々
の
祈
り
や
願
い
、
感
謝
の
気
持
ち

を
表
す
た
め
に
、
神
社
や
寺
院
に
奉
納

さ
れ
た
扁
額
の
総
称
で
す
。
古
い
も
の

で
は
奈
良
時
代
の
も
の
が
出
土
さ
れ
た

と
の
事
で
す
が
、
岡
山
県
で
は
見
つ

か
っ
て
い
な
い
そ
う
で
す
。
日
々
の
生

活
が
、
神
社
や
寺
院
と
密
接
に
結
び
つ

い
て
い
た
時
代
、
と
り
わ
け
江
戸
時
代

に
は
、
人
々
は
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
込

め
て
、
絵
馬
を
作
っ
た
そ
う
で
す
。
神

社
や
寺
院
に
参
っ
た
と
き
の
よ
う
す
や

祭
り
に
に
ぎ
わ
い
を
描
い
た
も
の
、
商

売
繁
盛
、
豊
作
、
大
漁
、
航
海
の
安
全

を
願
っ
た
も
の
、
手
習
い
の
上
達
、
安

産
、
悪
疫
を
追
い
払
う
こ
と
を
祈
っ
た

著装の工夫（背中中心に線を引いている）
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も
の
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
内
容
が
含
ま

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
人
間
の
力
で
は

ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
自
然
の
前

で
は
、
雨
乞
い
や
雨
上
げ
、
い
ろ
い
ろ

な
天
災
が
治
ま
る
こ
と
な
ど
を
、
神
や

仏
に
ひ
た
す
ら
祈
り
ま
し
た
。「
廻
船

の
図
、
載
栄
丸
」
の
絵
馬
に
は
廻
船
問

屋
の
繁
栄
振
り
が
窺
え
ま
す
。
今
日
で

も
縁
結
び
や
受
験
の
合
格
祈
願
の
時
、

絵
馬
に
願
い
を
書
き
込
み
ま
す
。
古
く

か
ら
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
現
代
に
も

生
き
続
け
て
い
る
の
で
す
。

　

有
意
義
な
五
日
間
が
終
わ
り
、
新
し

い
知
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

講
師
の
先
生
方
、
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

当
ざ
し
、
当
番
、
当
屋

　

氏
子
は
約
三
百
戸
、
集
落
（
字
）
が

神
社
を
中
心
に
南
・
北
に
分
か
れ
て
お

り
、
さ
ら
に
南
は
四
区
、
北
は
五
区
に

分
か
れ
て
い
た
。
当
番
は
南
北
そ
れ
ぞ

れ
か
ら
一
人
ず
つ
出
さ
れ
た
。
今
は
北

が
三
区
に
な
っ
て
お
り
、
三
年
に
一
度

当
番
を
出
し
て
い
る
。

　

ひ
と
月
に
わ
た
る
祭
り
の
神
事
に
深

く
か
か
わ
る
当
番
は
、
次
の
年
の
当
番

が
決
ま
る
ま
で
の
一
年
間
、
神
主
の
役

割
を
果
た
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
当
番
を
決
め
る
の
は
、
一
定
の
資
格

を
持
っ
た
者
を
順
番
で
決
め
る
の
で
は

な
く
、
神し
ん
せ
ん籤

で
決
め
る
。
両
親
が
健
在

で
健
康
な
十
歳
前
後
の
男
子
を
予
め
選

び
出
し
て
当
番
候
補
と
し
、
そ
の
氏
名

を
書
い
た
紙
を
ま
る
め
て
三
宝
に
の
せ

て
お
き
、
宮
司
が
御
幣
で
釣
り
上
げ
る

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
当
番
は
神
意

に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
あ
る
。

　

当
番
に
選
ば
れ
た
家
を
「
当
屋
」
と

い
い
、
当
屋
の
主
人
が
「
当
主
」
で
あ

る
。
当
主
の
子
が
「
当
番
」
で
あ
る
。

当
番
は
「
当
番
子
」「
当
番
様
」「
当
人

子
」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
。

　

こ
の
当
番
の
選
ば
れ
る
「
当
ざ
し
」

神
事
が
十
月
一
日
に
行
わ
れ
る
。

　

当
屋
に
選
ば
れ
た
家
で
は
、
床
の
間

に
当
番
と
当
主
の
名
前
を
書
い
た
紙
を

貼
り
、
神ひ
も
ろ
ぎ籬
と
御
幣
が
立
て
ら
れ
て
正

式
に
当
屋
を
受
け
た
こ
と
に
な
る
。
神

職
に
よ
っ
て
家
清
め
が
行
な
わ
れ
た

後
、
今
後
の
神
事
が
遺
漏
な
く
実
施
さ

れ
る
よ
う
、
関
係
者
、
氏
子
総
代
ら
が

打
合
せ
会
を
開
く
。

垢
離
と
り
、
注し

め連
縄
く
ぐ
り

　

当
番
に
選
ば
れ
て
、
今
後
の
神
事
に

関
わ
る
男
の
子
が
、
先
ず
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
斎
戒
沐
浴
で
あ
る
。
河

内
田
と
い
う
集
落
を
流
れ
る
渓
流
に

祀
ら
れ
る
塩し
お

垢こ

離り

大
明
神
の
前
の
清
流

で
、
垢
離
を
と
っ
て
心
身
を
清
め
る
の

で
あ
る
。
古
く
か
ら
塩
に
は
不
浄
を
払

う
力
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、

渓
流
の
渕
に
あ
る
岩
窟
に
祀
ら
れ
る

「
塩
垢
離
」
大
明
神
の
浄
化
力
は
絶
大

な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

十
月
十
九
日
（
現
在
十
月
第
三
土
曜

日
）、
朝
か
ら
南
・
北
両
当
番
・
当
主
・

太
刀
持
ち
な
ど
揃
っ
て
垢
離
と
り
場
に

集
ま
り
、
そ
の
渕
に
下
帯
一
つ
で
飛
び

込
ん
で
沐
浴
、
心
身
を
清
め
て
い
た
。

今
は
神
社
参
拝
の
際
の
手
水
作
法
と
同

程
度
に
形
式
化
し
て
い
る
。

　

そ
の
後
修
祓
、
祝
詞
奏
上
に
つ
づ
い

て
、
社
人
の
持
つ
注し

め連
縄
（
右
縄
左
縄

セ
ッ
ト
）
を
三
度
く
ぐ
る
。
こ
の
縄
く

ぐ
り
神
事
に
よ
り
、
当
番
は
俗
界
の
子

供
か
ら
神
界
に
入
り
、
当
番
様
と
呼
ば

れ
て
神
人
の
扱
い
を
受
け
る
。
帰
宅
し

て
額
に
榊
の
葉
を
一
枚
く
く
り
つ
け
ら

れ
る
と
腕
白
坊
主
も
神
格
化
を
意
識
せ

ざ
る
を
得
ま
い
。

　

こ
の
日
、
次
の
口
開
け
行
事
の
日
程

を
く
じ
引
き
で
決
め
る
。
二
十
二
日
に

当
た
っ
た
も
の
が
小
し
ょ
う
当
、
二
十
三
日
が

大だ
い

当
で
、
以
後
常
に
大
当
が
上
座
を
占

め
る
。
し
た
が
っ
て
、
昔
は
大
当
、
小

当
を
は
げ
し
く
争
っ
た
ら
し
い
。

パソコン、プロジェクタを使った講義

第
四
回

特
殊
神
事
部
会
報
告

吉
川
八
幡
宮
当
番
祭（
三
）

岡
山
県
神
社
庁
祭
祀
委
員
会

特
殊
神
事
部
部
長　

次
田
圭
介
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当
番
の
日
常
と
祭
り
の
準
備

　

神
人
と
な
っ
た
当
番
は
家
族
と
別
生

活
を
す
る
。
当
番
の
世
話
は
、
す
べ
て

集
落
内
か
ら
選
ば
れ
た
傅ふ

さ佐
（
も
り
）

役
の
青
年
が
す
る
。
当
番
、
当
主
、
傅

佐
役
は
毎
朝
、
注
連
縄
の
張
ら
れ
た
井

戸
で
水
垢
離
を
と
る
。
食
事
も
家
族
と

は
別
に
、
傅
佐
役
の
給
仕
で
食
べ
る
。

こ
れ
は
家
族
の
日
常
生
活
の
食
事
と
は

別
に
す
る
こ
と
で
、
神
祀
り
の
資
格
を

保
つ
た
め
の
清
浄
を
保
持
す
る
別
火
生

活
の
名
残
で
あ
る
。

　

一
カ
月
ち
か
く
に
わ
た
る
当
番
祭

が
、
古
い
伝
統
に
基
づ
い
て
無
事
終
了

す
る
た
め
に
、
南
北
両
当
主
や
介
添
役

な
ど
関
係
者
と
宮
司
と
の
打
合
せ
、
氏

子
総
代
と
の
打
合
せ
な
ど
十
分
に
行

な
っ
た
上
で
準
備
が
す
す
め
ら
れ
る
。

十
九
日
の
垢
離
と
り
行
事
ま
で
に
一
間

菰こ
も

二
枚
、
三
尺
菰
六
枚
、
注
連
縄
二
筋

（
足
付
、
約
六
尺
の
も
の
一
筋
、
左
右

な
い
合
せ
、
約
五
尺
の
も
の
一
筋
＝
当

番
縄
く
ぐ
り
用
）
ヘ
ギ
二
十
四
枚
、
箸

十
一
膳
、
幣
串
竹
、
笹
竹
二
本
な
ど
、

手
作
り
で
用
意
す
べ
き
物
は
多
い
。

　

口
開
け
の
日
ま
で
に
は
、
ハ
ッ
ケ
の

中
心
に
な
る
長
い
根
付
の
竹
や
ハ
ッ
ケ

を
支
え
る
栗
の
柱
四
本
、
ハ
ッ
ケ
の
根

に
円
錐
形
に
巻
く
竹
簀
用
の
竹
四
十
八

本
、
ハ
ッ
ケ
用
の
菰
大
小
三
枚
、
注
連

縄
、
円
座
な
ど
、
集
落
中
の
人
々
総
出

で
準
備
を
す
る
。
菰
や
注
連
縄
に
は
新

藁
を
用
い
る
。
ヘ
ギ
は
栗
の
木
を
割
っ

た
だ
け
の
素
朴
な
も
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
老
若
男
女
力
を
併
せ
て
準

備
を
す
る
過
程
で
、
注
連
縄
、
菰
、
円

座
な
ど
を
作
る
藁
細
工
の
技
が
伝
え
ら

れ
る
。
か
つ
て
は
生
活
の
中
で
継
承
さ

れ
て
い
た
技
も
、
こ
の
祭
り
が
な
け
れ

ば
忘
れ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

口
開
け
（
十
月
二
十
二
日
、

二
十
三
日
）
と
ハ
ッ
ケ

　

初
め
に
紹
介
し
た
記
録
冊
子
「
吉
川

八
幡
宮
當
番
祭
」
に
よ
る
と
「
十
月
一

日
に
當
番
が
決
ま
る
と
そ
の
部
落
の
各

家
か
ら
白
米
一
升
を
持
参
し
て
〝
ド
ブ

ロ
ク
〞
を
仕
込
む
の
で
あ
る
。
二
十
日

あ
ま
り
で
酒
と
な
る
の
で
、
そ
の
日
、

樽
の
口
を
開
け
て
新
酒
を
神
に
供
え
、

直
会
を
行
い
宴
※
さ
か
もり
を
す
る
の
で
口
開
け

と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
る
」
と
い
う
。

（
※
は
筆
者
）

　

酒
と
い
え
ば
ド
ブ
ロ
ク
（
濁
酒
）
で

あ
り
、
祭
り
に
酒
は
不
可
欠
で
あ
る
。

酒
は
平
日
飲
む
も
の
で
は
な
く
、
年
に

何
度
か
の
祭
り
の
時
、
神
に
供
え
た
後

に
頂
く
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
日
「
当
屋
の
前
庭
に
〝
ハ
ッ
ケ
〞

と
称
す
る
特
別
の
工
作
物
を
設
け
る
の

で
あ
る
。
先
ず
太
い
竹
の
根
付
の
ま
ま

の
も
の
二
、
三
十
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に

掘
り
取
り
、
頂
上
に
は
五
枝
を
残
し
そ

れ
に
三
本
の
幣
を
つ
け
る
。
こ
れ
は
祭

神
の
応
神
、
仲
哀
天
皇
と
神
功
皇
后
の

降
神
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
栗

の
心
木
に
添
え
て
直
立
に
た
て
、
さ
ら

に
三
本
の
栗
柱
で
支
え
る
の
で
あ
る
。

根
元
は
切
芝
で
固
め
、
石
菖
を
植
え
て

白
砂
で
盛
り
、
塩
で
清
め
て
清
浄
感
を

出
す
。」「
そ
し
て
榊
に
幣
を
つ
け
神
籬

を
立
て
る
。
そ
し
て
栗
柱
の
周
囲
を

菰
で
巻
き
そ
の
上
を
小
竹
四
十
八
本
を

持
っ
て
三
ッ
編
し
た
簀
で
巻
き
、
さ
ら

に
（
そ
の
上
を
）
左
右
な
い
し
た
太
縄

で
七
巻
半
に
し
ば
る
の
で
あ
る
。
要
す

る
に
こ
の
〝
ハ
ッ
ケ
〞
全
体
が
神
籬
で

図１（筆者）

図２　記録冊子「吉川八幡宮當番祭」26頁模写

図３　記録冊子　28頁コピー
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あ
り
、
神
が
降
臨
す
る
神
聖
な
る
室
で

も
あ
る
の
で
〝
ハ
ッ
ケ
〞
の
前
で
行
わ

れ
る
神
事
は
、
大
祭
中
の
最
も
重
要
な

且
つ
厳
粛
な
る
祭
事
で
あ
る
。」（
前
記

記
録
冊
子
・（　

）
内
は
筆
者
。
図
１
・

２
・
３
参
照
）

　

ハ
ッ
ケ
に
つ
い
て
少
し
補
足
説
明
を

す
る
。
ハ
ッ
ケ
の
中
心
に
立
て
る
根
付

の
真
直
ぐ
で
太
く
立
派
な
竹
は
、
そ
の

先
端
か
ら
少
し
下
の
所
で
切
り
、
次
の

三
節
分
の
枝
を
落
す
。
そ
の
下
五
節
分

の
枝
（
笹
）
を
残
し
て
あ
と
の
枝
は
全

部
落
す
。
竹
の
先
端
に
当
た
る
三
節
分

の
枝
を
落
し
た
と
こ
ろ
に
、
竹
を
中
心

に
藁
束
を
く
く
り
つ
け
る
。
四
か
所
を

括
っ
た
後
、
藁
束
の
両
端
を
切
り
揃
え

る
。
そ
の
藁
束
に
三
本
の
御
幣
を
立
て

る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
当
番
祭
は
、
最
も
典
型
的
な

ハ
ッ
ケ
の
古
い
形
式
を
よ
く
残
し
伝
え

て
い
る
と
思
う
。

ハ
ッ
ケ
に
つ
い
て

　

ハ
ッ
ケ
の
し
つ
ら
え
の
外
側
に
巻
い

て
立
て
ら
れ
た
竹
簀
の
四
十
八
本
は
十

二
の
四
倍
で
あ
る
が
、
何
を
意
味
す
る

の
か
。
ま
た
そ
の
竹
簀
の
外
を
太
い

注
連
縄
（
左
縄
と
右
縄
の
セ
ッ
ト
）
で

七・

・

・
巻
半
す
る
の
は
何
を
意
味
す
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
祝
詞
の
奉
書
を
七
折
半
に

す
る
こ
と
や
七
度
半
の
使
者
或
は
鋤
崎

八
幡
神
社
の
七
肩
半
の
相
撲
な
ど
と
の

関
係
は
ど
う
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
俵
藤
太

の
百む
か
で足
退
治
伝
説
で
は
、
百
足
が
三
上

山
（
比
良
山
）
を
七
巻
半
し
て
い
た
と

い
う
、そ
の
こ
と
と
の
関
係
は
ど
う
か
。

　
〝
ハ
ッ
ケ
〞
と
い
う
言
葉
の
語
源
に

つ
い
て
前
記
記
録
冊
子
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。「
語
源
に
つ
い
て
は
明

ら
か
で
な
い
。
一
説
に
よ
る
と
応
神
天

皇
が
、葉
田
の
葦
守
宮
（
岡
山
市
足
守
）

に
行
幸
さ
れ
た
と
き
、
御
友
別
命
一
族

が
大
い
に
歓
待
し
た
の
で
、
吉
備
の
国

を
割
き
て
一
族
に
与
え
ら
れ
た
が
、
御

友
別
の
弟
鴨
別
に
波ハ

ク

ケ
区
芸
の
県
を
与
え

た
と
い
う
。
日
本
書
紀
の
こ
の
記
録
か

ら
波
区
芸
を
ハ
ッ
ケ
と
読
み
何
等
か
の

関
連
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て

い
る
が
後
考
を
ま
つ
の
外
は
な
い
。」

　

吉
備
臣
一
族
の
祖
先
伝
承
と
し
て
の

右
の
紀
の
記
述
に
関
し
て
い
え
ば
「
波

区
芸
」
は
「
川
嶋
」「
上
道
」「
三
野
」

「
苑
」「
織
部
」
な
ど
と
は
異
質
で
あ
り
、

表
音
表
記
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、「
芸
」

と
「
藝
」
と
は
別
字
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
「
藝
」
の
略
字
と
し
て
「
芸
」
を

用
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
日
本
古
典

文
学
大
系
「
日
本
書
紀
」（
岩
波
書
店
、

坂
本
太
郎
・
家
永
三
郎
・
井
上
光
貞
・

大
野
晋
校
注
）
で
は
「
波
區
藝
」
と
表

記
、
岩
波
文
庫
「
日
本
書
紀
」、
日
本

古
典
文
学
全
集
「
日
本
書
紀
」（
小
学

館
、
小
島
憲
之
・
直
木
孝
次
郎
・
西
宮

一
民
他
）
で
は
「
波
区
芸
」
と
表
記
し

て
、
い
ず
れ
も
「
は
く
ぎ
」
と
読
ま
せ

て
い
る
。
昭
和
三
十
一
年
刊
の
日
本
古

典
全
書
「
日
本
書
紀
」（
朝
日
新
聞
社
、

武
田
祐
吉
校
注
）
で
は
「
波
區
藝
」
と

表
記
し
て
「
は
く
け
」
と
読
ん
で
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
注
を
見
る
と
「
波
区
芸
」

が
現
在
の
ど
の
あ
た
り
か
未
詳
と
し
な

が
ら
、「
笠
岡
市
付
近
か
」
と
す
る
。

ど
う
も
高
梁
川
の
西
南
の
地
区
を
指
し

て
い
る
ら
し
い
が
、よ
く
わ
か
ら
な
い
。

し
か
し
、
ハ
ッ
ケ
・
オ
ハ
ッ
ケ
・
オ
ハ

ケ
・
オ
ワ
ケ
・
オ
ワ
キ
な
ど
と
い
わ
れ

る
祭
り
あ
る
い
は
し
つ
ら
え
は
、笠
岡
、

井
原
、
金
光
、
鴨
方
、
矢
掛
あ
た
り
に

偏
在
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
日
本
書

紀
の
記
述
と
無
関
係
で
あ
る
と
は
思
え

な
い
。

　

前
記
記
録
冊
子
で
は
、「
ハ
ッ
ケ
」

の
意
味
に
つ
い
て
、「
私
見
で
は
「
ハ
ッ

ケ
」
は
発
気
で
あ
り
、
生
気
を
発
し
、

生
々
発
展
す
る
意
味
で
は
な
か
ろ
う

か
。
ハ
ッ
ケ
の
中
心
と
な
る
竹
は
成
長

力
の
さ
か
ん
な
も
の
で
あ
り
、
竹
根
は

地
中
に
広
く
張
り
そ
の
生
命
力
の
強
さ

か
ら
中
空
に
高
く
竹
幹
を
立
て
、
竹
根

を
地
中
に
埋
め
、
天
地
の
恵
み
の
も
と

に
五
穀
豊
饒
を
象
徴
し
た
も
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
或
は
神
気
を
発
す
る
も

の
と
し
て
当
屋
の
幸
福
と
繁
昌
を
発
揮

す
る
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

考
す
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
ハ
ッ

ケ
は
神
の
降
臨
す
る
一
種
の
ヒ
モ
ロ
ギ

と
見
て
よ
い
。
そ
し
て
こ
れ
を
屋
外
の

清
浄
な
庭
地
を
選
び
、
そ
の
前
で
当
番

を
始
め
当
主
夫
妻
な
ど
厳
重
な
神
事
が

行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
上
古
時
代
は

神
を
祀
る
の
は
、
す
べ
て
屋
外
の
庭
に

清
浄
な
白
砂
を
敷
き
そ
こ
で
お
こ
な
わ

れ
た
こ
と
を
思
え
ば
古
式
の
伝
統
を
継

い
で
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら

に
内
部
を
見
る
と
、
中
心
に
立
つ
根
付

の
竹
を
切
芝
で
し
め
、
石
菖
を
植
え
白

砂
で
盛
り
た
て
清
浄
感
を
出
し
、
塩
を

ま
い
て
浄
め
る
の
で
あ
る
。」
と
述
べ

て
い
る
。

　
「
波
区
芸
」
は
表
意
性
を
も
っ
て
表

記
さ
れ
た
も
の
で
な
い
と
考
え
、「
私

見
」
の
前
半
に
つ
い
て
上
代
人
の
発
想

は
「
さ
も
あ
り
な
む
」
と
思
う
。「
井

原
市
史
Ⅵ
民
俗
編
」
に
は
「
御
初
着
・

御
祓
解
・
御
葉
饌
・
御
発
顕
・
御
羽
着
・

御
発
計
・
御
開
・
御
明
な
ど
の
字
を
当

て
て
い
る
」
と
い
う
。
い
ず
れ
も
「
オ

ハ
ケ
」
の
本
質
を
表
意
性
に
託
し
て
表

記
し
た
い
と
の
思
い
が
伝
わ
っ
て
く

る
。
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【
広
島
県
】

　

各
種
研
修
会
、
庁
報
の
発
行
、
大
麻

頒
布
モ
デ
ル
支
部
で
あ
る
『
佐
伯
大
竹

支
部
』
へ
の
支
援
を
行
う
。

【
島
根
県
】

　

従
来
の
活
動
に
加
え
、
大
麻
頒
布
モ

デ
ル
支
部
で
あ
る
『
出
雲
支
部
』
へ
の

支
援
及
び
対
策
と
し
て
、
神
社
庁
選
出

委
員
九
名
、
支
部
選
出
委
員
十
七
名
で

対
策
委
員
会
を
設
置
、
三
ヵ
年
計
画
を

た
て
た
。
一
年
目
は
実
態
調
査
、
二
年

目
は
実
態
調
査
を
踏
ま
え
具
体
策
を
立

て
る
、
三
年
目
は
具
体
的
対
策
を
実
行

に
移
す
予
定
で
あ
る
。

【
鳥
取
県
】

　

国
民
精
神
昂
揚
運
動
合
同
研
修
会
、

巡
回
講
演
会
、
庁
報
の
発
行
等
の
活
動

を
行
っ
て
い
る
。
特
徴
と
し
て
は
、
支

部
報
の
発
行
が
盛
ん
で
あ
る
。

【
岡
山
県
】

　

庁
報
の
発
行
、
神
社
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
サ
ー
バ
ー
の
運
用
及
び
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
、
神
社
関
係
女
性
の
集
い
、
巡
回
講

演
会
、
社
頭
講
話
研
修
会
等
の
活
動
を

行
っ
て
い
る
。
大
麻
頒
布
モ
デ
ル
支
部

は
『
岡
山
支
部
』
に
決
ま
っ
て
い
る
が

具
体
的
対
策
は
検
討
中
で
あ
る
。

　

続
い
て
、
本
会
議
の
主
題
、
次
の
二

項
目
に
つ
い
て
の
討
議
に
入
っ
た
。

① 

神
宮
大
麻
広
報
に
向
け
て
の
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
に
つ
い
て
《
山
口
県
提

案
議
題
》

② 

式
年
遷
宮
広
報
の
た
め
の
Ｃ
Ｄ
作
成
と

活
用
に
つ
い
て
《
岡
山
県
提
案
議
題
》

　

こ
の
議
題
は
、
各
県
か
ら
持
ち
寄
っ

た
提
案
議
題
を
こ
の
会
議
に
先
立
っ
て

行
わ
れ
た
教
化
委
員
長
会
議
に
諮
り
、

中
国
地
区
で
統
一
し
た
活
動
を
目
的
と

し
て
絞
り
込
ま
れ
た
議
題
で
あ
る
。

　

先
ず
、
主
題
①
に
つ
い
て
、
山
口
県

の
磯
部
教
化
部
長
か
ら
説
明
が
な
さ
れ

た
。
県
内
神
社
の
正
確
な
大
麻
頒
布
数

と
年
間
頒
布
の
為
の
保
管
数

－

抱
え
込

み

－

の
把
握
を
目
的
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
行
っ
た
。そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、

今
後
具
体
策
を
検
討
し
て
ゆ
く
が
、
支

部
毎
、
或
い
は
、
神
社
毎
に
実
行
性
の

高
い
頒
布
目
標
数
の
設
定
が
出
来
る
の

で
は
な
い
か
等
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の

有
効
性
に
つ
い
て
説
明
が
な
さ
れ
た
。

　

河
本
座
長
か
ら
、
先
日
の
委
員
長
会

議
を
踏
ま
え
、
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

を
中
国
地
区
に
広
げ
、
同
内
容
で
実
施

し
て
は
ど
う
か
と
の
提
案
が
な
さ
れ
、

討
議
さ
れ
た
が
結
論
に
は
至
ら
ず
時
間

切
れ
、
二
日
に
持
ち
越
し
の
継
続
審
議

と
な
っ
た
。

　

次
に
、
主
題
②
に
つ
い
て
、
岡
山
県

の
太
田
事
業
副
部
長
か
ら
説
明
が
な
さ

れ
た
。
次
期
式
年
遷
宮
広
報
本
部
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る
神
宮
の
画

像
の
Ｃ
Ｄ

－

Ｒ
Ｏ
Ｍ
化
を
提
案
し
て
い

た
が
、
諸
般
の
事
情
に
よ
り
断
念
、
そ

れ
に
替
わ
る
啓
発
活
動
と
し
て
、
神
社

関
係
の
広
報
誌
等
に
広
報
本
部
の
ア
ド

レ
ス
を
掲
載
し
、
リ
ン
ク
し
て
頂
く
こ

と
を
薦
め
る
方
法
を
提
案
。
こ
れ
に
つ

い
て
も
、
継
続
審
議
と
し
一
日
目
の
会

議
を
打
ち
切
っ
た
。

　

二
日
目
九
時
か
ら
再
開
、
先
ず
、
河

本
座
長
か
ら
昨
日
の
会
議
を
踏
ま
え
、

主
題
の
二
項
目
を
中
国
地
区
統
一
活
動

と
し
て
取
り
纏
め
る
意
向
を
示
し
討
議

に
入
っ
た
。

　

先
ず
、
各
県
か
ら
平
成
十
六
年
度
の

活
動
報
告
、
並
び
に
今
年
度
の
活
動
状

況
の
報
告
が
な
さ
れ
た
。

【
山
口
県
】

　

従
来
の
活
動
に
加
え
、
平
成
十
五
年

度
か
ら
『
神
宮
奉
賛
室
』
を
特
設
、
大

麻
保
管
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、
又
、
今

年
度
か
ら
取
組
む
こ
と
に
な
っ
た
大
麻

頒
布
モ
デ
ル
支
部
で
あ
る『
下
関
支
部
』

へ
の
支
援
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。更
に
、

社
報
発
行
の
推
進
、
親
子
参
宮
団
の
企

画
、
神
社
庁
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
開

設
準
備
等
に
取
組
ん
で
い
る
。

　

去
る
、
平
成
十
七
年
八
月
二
十
九
日
（
月
）
三
十
日
（
火
）
の
両
日
、
中
国

地
区
教
化
会
議
が
、
岡
山
国
際
ホ
テ
ル
を
会
場
に
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
会
議
は

中
国
地
区
持
ち
回
り
で
開
催
さ
れ
て
お
り
、
本
年
度
は
岡
山
県
が
担
当
し
た
。

　

出
席
者
は
、
広
島
県
三
名
、
山
口
県
三
名
、
島
根
県
三
名
、
鳥
取
県
二
名
、
岡

山
県
は
当
番
県
と
い
う
こ
と
も
あ
り
十
一
名
、
合
わ
せ
て
二
十
二
名
の
教
化
担
当

者
が
参
集
、
二
目
間
に
亘
り
熱
心
な
討
議
が
な
さ
れ
た
。
初
日
、
午
後
二
時
か

ら
開
会
行
事
に
引
き
続
き
、
当
番
県
の
河
本
貞
紀
教
化
委
員
長
が
座
長
と
な
り
、

議
事
に
入
っ
た
。

第13回

中
国
地
区
教
化
会
議



（21） 第 100 号 平成１８年１月１日岡 山 県 神 社 庁 庁 報

に
携
わ
っ
た
方
々
へ
の
労
苦
を
ね
ぎ
ら

い
、
こ
の
庁
舎
が
岡
山
県
神
社
界
の
中

心
施
設
と
し
て
機
能
す
る
と
共
に
、
神

社
界
が
更
に
発
展
す
る
こ
と
を
祈
念
し

た
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
務
局
長
か

ら
事
業
の
経
過
報
告
が
な
さ
れ
、
会
計

報
告
、監
査
報
告
も
併
せ
て
行
わ
れ
た
。

特
に
松
田
奉
賛
会
長
は
奉
賛
会
の
剰
余

金
四
四
、
六
四
三
、
七
七
二
円
を
神
社

庁
に
寄
付
し
た
い
、
と
申
し
出
ら
れ
、

湯
浅
委
員
長
も
同
様
に

建
設
委
員
会
の
剰
余
金

三
五
、
七
九
九
、
〇

七
七
円
を
神
社
庁
に
寄

付
す
る
こ
と
と
し
、
出

席
者
全
員
の
賛
同
を
得

た
。
神
社
庁
に
お
い
て

は
、
こ
の
剰
余
金
を
特

別
会
計
と
し
て
厳
重
に

保
管
す
る
こ
と
に
し
て

い
る
。

委
員
長
挨
拶

　

岡
山
県
神
社
庁
庁
舎

建
設
委
員
会
と
奉
賛
会

の
合
同
解
散
式
に
あ
た

り
一
言
ご
挨
拶
を
申
し

上
げ
ま
す
。

　

本
日
は
合
同
解
散
式

に
ご
案
内
を
申
し
上
げ

た
と
こ
ろ
、
ご
来
賓
の

方
々
を
は
じ
め
、
建
設
委
員
会
、
奉
賛

会
の
方
々
に
は
お
忙
し
い
中
ご
出
席
を

賜
り
、
衷
心
よ
り
厚
く
お
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

　

さ
て
、
本
日
午
前
中
に
当
庁
神
殿
に

お
き
ま
し
て
、
庁
舎
建
設
事
業
が
無
事

終
了
致
し
ま
し
た
こ
と
を
、
ご
祭
神
方

に
ご
報
告
す
る
お
祭
り
を
厳
粛
に
斎
行

致
し
ま
し
た
。
ま
ず
以
て
ご
報
告
致
し

ま
す
。

　

平
成
十
七
年
八
月
十
一
日
、
岡
山
県

神
社
庁
庁
舎
建
設
委
員
会
・
同
奉
賛
会

の
合
同
解
散
式
典
が
挙
行
さ
れ
た
。
午

前
中
に
神
殿
に
お
い
て
牧
祭
祀
委
員

を
斎
主
と
し
て
事
業
の
完
遂
を
大
神
様

に
報
告
申
し
上
げ
る
祭
典
が
斎
行
さ
れ

た
。
更
に
、
神
社
庁
庁
舎
横
に
設
置
さ

れ
た
「
寄
付
者
芳
名
碑
」
の
清
祓
が
行

わ
れ
た
後
に
解
散
式
典
が
行
わ
れ
た
。

　

三
原
副
委
員
長
の
開
会
の
辞
で
始

ま
っ
た
式
典
で
は
、
湯
浅
委
員
長
・
松

田
奉
賛
会
長
が
挨
拶
、
募
金
や
建
設

　

は
じ
め
に
、
中
国
地
区
唯
一
の
共
通

事
業
で
あ
る
『
中
国
地
区
社
頭
講
演
研

修
会
』
の
開
催
場
所
に
つ
い
て
協
議
を

行
っ
た
。
平
成
十
九
年
ま
で
は
山
口
県

が
受
け
入
れ
る
が
、
そ
れ
以
降
隔
年
で

山
口
県
と
他
の
四
県
輪
番
制
で
行
う
こ

と
と
し
、
詳
細
は
次
回
の
広
島
県
で
協

議
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

主
題
①
に
つ
い
て
、
紆
余
曲
折
が

あ
っ
た
も
の
の
、
中
国
地
区
で
統
一
し

た
調
査
を
行
う
こ
と
に
決
ま
っ
た
。
調

査
票
は
、
山
口
県
の
調
査
票
を
元
に
加

筆
訂
正
を
加
え
作
成
。
平
成
十
八
年
二

月
末
日
現
在
で
調
査
を
行
い
、
平
成
十

八
年
度
の
教
化
会
議
に
そ
の
結
果
を
持

ち
寄
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

主
題
②
に
つ
い
て
、
式
年
遷
宮
広
報

本
部
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ア
ク
セ
ス
が

増
加
す
る
よ
う
、
各
神
社
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
リ
ン
ク
を
は
る
。
庁
報
、
社

報
等
へ
の
掲
載
を
要
請
す
る
。
更
に
、

神
職
の
名
刺
の
裏
側
に
遷
宮
広
報
本
部

の
ア
ド
レ
ス
を
印
刷
し
た
も
の
を
中
国

地
区
で
製
作
す
る
。
デ
ザ
イ
ン
は
次
期

開
催
県
の
広
島
県
が
原
案
を
作
成
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。

　

二
日
間
に
亘
る
熱
心
な
討
議
に
よ
り
、

主
題
二
項
目
の
提
案
議
題
及
び
追
加
提

案
の
全
て
が
中
国
地
区
の
統
一
活
動
と
し

て
決
議
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
今

ま
で
に
無
く
、
今
回
の
岡
山
で
の
教
化

会
議
は
大
き
な
成
果
を
納
め
閉
会
し
た
。

庁
舎
建
設
委
員
会

庁
舎
建
設
委
員
会

庁
舎
建
設
委
員
会

解散

庁舎脇に建立された芳名碑
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◉
邑
久
西
大
寺
支
部

　

岡
山
県
神
社
庁
邑
久
西
大
寺
支
部
に

お
い
て
は
、
研
修
旅
行
を
兼
ね
た
支
部

総
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

平
成
十
七
年
九
月
二
十
六
日
（
月
）、

晴
天
の
秋
空
の
も
と
、
神
職
・
総
代

合
わ
せ
て
一
二
六
名
を
乗
せ
た
バ
ス
三

台
は
、「
し
ま
な
み
海
道
」
を
進
み
ま

す
。
総
会
会
場
は
愛
媛
県
大
三
島
に
あ

る
「
せ
と
う
ち
茶
屋
」
に
設
定
致
し
ま

し
た
。
地
元
を
離
れ
た
総
会
も
ま
た
ひ

と
味
違
っ
て
い
い
も
の
で
す
。
協
議
事

項
も
出
席
の
方
々
の
ご
協
力
を
得
て
、

順
調
に
進
行
し
ま
し
た
。
そ
の
後
の
会

食
も
な
ご
や
か
に
進
み
親
睦
を
は
か
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
昼
食
後
は
近
く

の
「
大
山
祇
神
社
」
に
正
式
参
拝
し
ま

し
た
。

　

帰
路
、尾
道
に
立
ち
寄
り
、映
画
「
男

た
ち
の
大
和
」の
ロ
ケ
セ
ッ
ト
を
見
学
、

こ
れ
か
ら
始
ま
る
各
神
社
の
秋
祭
り
を

前
に
神
職
・
総
代
の
敬
神
に
基
づ
く
協

力
関
係
を
密
に
し
た
次
第
で
す
。

大
脇　

嗣
弥
（
支
部
庁
報
係
）

◉
上
道
西
大
寺
支
部

　

岡
山
県
神
社
庁
上
道
西
大
寺
支
部
に

お
い
て
は
、
研
修
旅
行
を
兼
ね
た
支
部

総
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

残
暑
尚
厳
し
き
九
月
二
十
一
日
、
神

職
総
代
併
せ
て
三
十
五
名
バ
ス
一
台
に

て
神
社
参
拝
を
兼
ね
て
の
総
会
は
今
年

で
七
回
目
と
な
り
ま
し
た
。
今
回
は
岡

山
県
北
部
の
神
社
を
巡
拝
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
昨
年
ま
で
は
毎
年
十
一

　

岡
山
県
神
社
庁
の
設
立
五
十
五
周
年

記
念
と
し
て
始
め
ま
し
た
新
庁
舎
の
建

設
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、
岡
山
市
南

方
に
あ
り
ま
し
た
旧
庁
舎
が
老
朽
化

し
、
ま
た
、
会
議
、
研
修
に
不
便
を
来

た
し
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
平
成
十

三
年
に
本
格
的
な
建
設
事
業
に
取
り
掛

か
り
ま
し
た
。

　

庁
舎
の
設
計
と
神
職
へ
の
募
財
活
動

は
、
神
社
庁
が
主
体
と
な
り
「
庁
舎
建

設
委
員
会
」
を
設
立
し
て
取
り
組
み
を

進
め
、
ま
た
、
氏
子
・
企
業
へ
の
募

財
活
動
は
神
社
総
代
会
を
中
心
と
し
て

「
奉
賛
会
」
を
設
立
し
、
神
職
、
総
代

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
新
庁
舎
建
設
事

業
を
推
進
し
て
参
り
ま
し
た
。

　

建
設
工
事
は
、
新
協
技
術
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
株
式
会
社
の
設
計
監
理
の
下
、

ア
イ
サ
ワ
工
業
株
式
会
社
に
建
設
頂

き
、
平
成
十
五
年
九
月
に
竣
工
致
し
ま

し
た
。
翌
十
月
か
ら
新
庁
舎
で
庁
務
を

開
始
し
て
以
来
、
多
く
の
会
議
、
研
修

の
場
と
し
て
県
内
神
社
関
係
者
の
皆
様

に
ご
利
用
頂
い
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、募
財
活
動
に
つ
き
ま
し
て
は
、

本
年
の
六
月
を
以
て
無
事
終
了
致
し
ま

し
た
。
募
金
総
額
は
当
初
の
予
想
を
は

る
か
に
超
え
る
三
億
円
に
達
し
ま
し

た
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
後
ほ
ど

担
当
者
か
ら
ご
説
明
致
し
ま
す
が
、
こ

の
よ
う
に
神
社
界
の
力
を
結
集
し
て
素

晴
ら
し
い
事
業
が
展
開
で
き
ま
し
た
こ

と
は
、
こ
の
神
社
庁
の
神
殿
に
お
祀
り

し
て
お
り
ま
す
県
内
全
神
社
の
ご
祭
神

の
ご
神
徳
に
よ
る
も
の
と
存
じ
ま
す
。

ま
た
、
庁
舎
建
設
事
業
に
ご
高
配
を
頂

き
ま
し
た
「
庁
舎
建
設
委
員
会
」
並
び

に
「
奉
賛
会
」
の
皆
様
の
お
力
添
え
に

よ
る
も
の
と
感
謝
申
し
上
げ
て
お
り
ま

す
。改
め
ま
し
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

月
下
旬
か
十
二
月
上
旬
に
実
施
し
て
い

た
の
で
す
が
、
今
年
か
ら
九
月
中
旬
実

施
と
変
更
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
ず
は
新
見
市
鎮
座
の
船
川
八
幡
宮

（
木
山
運
嗣
宮
司
）
に
正
式
参
拝
。
木

山
宮
司
の
ご
厚
意
に
よ
り
同
宮
参
集
殿

を
お
借
り
し
て
総
会
を
開
催
し
ま
し

た
。
木
山
宮
司
か
ら
は
同
宮
に
伝
わ
る

大
名
行
列
の
神
事
の
苦
労
話
な
ど
を
伺

い
ま
し
た
。
同
所
で
の
昼
食
の
あ
と
新

見
市
大
佐
町
鎮
座
の
大
佐
神
社
（
戸
部

廣
徳
宮
司
）
に
正
式
参
拝
し
ま
し
た
。

杉
の
大
木
に
囲
ま
れ
た
社
叢
の
神
々
し

さ
に
一
同
驚
き
を
隠
せ
ま
せ
ん
で
し

た
。

　

帰
路
、新
見
市
美
術
館
で
「
近
現
代
・

日
本
画
の
巨
匠
た
ち

－

大
観
・
栖
鳳
か

ら
奥
田
元
宗
・
平
山
郁
夫
ま
で

－

」
と

題
し
開
催
中
の
美
術
展
を
見
学
し
て
有

意
義
な
研
修
を
終
え
ま
し
た
。
参
加
者

か
ら
は
、
来
年
へ
の
期
待
の
声
が
早
く

も
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

本
日
を
以
て
、
庁
舎
建
設
委
員
会
と

奉
賛
会
は
解
散
致
し
ま
す
が
、
今
後
も

神
社
庁
は
こ
の
新
庁
舎
を
基
盤
と
致
し

ま
し
て
、
県
内
神
社
界
の
発
展
と
神
社

神
道
の
興
隆
に
寄
与
す
べ
く
努
力
を
重

ね
て
参
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。
本
日
ご

参
集
の
皆
様
は
県
内
神
社
界
の
中
核
と

な
る
方
々
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
神
社

庁
の
推
進
す
る
事
業
に
今
後
と
も
ご
指

導
、ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
本
日
ご
出

席
頂
き
ま
し
た
皆
様
の
ご
健
勝
と
ご
多

幸
を
祈
念
致
し
ま
し
て
ご
挨
拶
と
さ
せ

て
頂
き
ま
す
。

支
部
だ
よ
り

研
修
旅
行
と

支
部
総
会
を
開
催
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教
誨
師
委
嘱

七
月
一
日

　

松
尾
神
社
宮
司 

藤
井　

正
勝

　

八
幡
神
社
宮
司 

西
江　

愈
雄

岡
山
県
神
社
庁
駐
在
教
誨
師
を
委
嘱
す

る

神
社
庁
辞
令

七
月
一
日

　

主
事 

瀧
本　

文
典

事
務
局
長
を
命
ず
る

七
月
二
十
日

　

吉
備
津
彦
神
社
総
代 

高
生　
　

堅

神
宮
大
麻
頒
布
推
進
委
員
を
委
嘱
す
る

七
月
二
十
六
日

　

住
吉
神
社
総
代 

中
島　
　

厳

神
宮
大
麻
頒
布
推
進
委
員
を
委
嘱
す
る

八
月
一
日

　

奥
津
神
社
宮
司 

岡
本　

光
正

　

柏
島
神
社
宮
司 

亀
山　

昭
三

　

天
神
社
宮
司 

宮
宅　

林
平

　

八
幡
神
社
宮
司 

小
野　

忠
紀

　

木
山
神
社
宮
司 

岡
本
荘
一
郎

　

八
幡
神
社
宮
司 

水
島　

幸
彦

岡
山
県
神
社
庁
一
号
協
議
員
を
委
嘱
す

る八
月
二
十
四
日

　

鴻
八
幡
宮
総
代 
堀
尾　

信
一

神
宮
大
麻
頒
布
推
進
委
員
を
委
嘱
す
る

八
月
三
十
日

　

船
川
八
幡
宮
総
代 

山
中　

京
一

神
宮
大
麻
頒
布
推
進
委
員
を
委
嘱
す
る

承
認
さ
れ
た
神
社

自　

平
成
十
七
年
五
月
一
日

至　

平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日

◎
規
則
変
更

六
月
十
日

岡
山
市
一
宮　
　
　
　

吉
備
津
彦
神
社

（
第
四
十
条
変
更
）

◎
主
要
建
物
改
築
及
び
模
様
替
え

六
月
十
日

岡
山
市
一
宮　
　
　
　

吉
備
津
彦
神
社

（
境
内
神
社
新
築
）

六
月
五
日

美
作
市
川
上　
　
　
　
　
　

大
野
神
社

（
社
務
所
改
築
）

七
月
八
日

倉
敷
市
連
島
町　
　
　
　
　

寅
﨑
神
社

（
境
内
地
編
入
）

七
月
十
五
日

岡
山
市
西
大
寺
一
宮　
　
　

安
仁
神
社

（
授
与
所
新
築
）

八
月
九
日

高
梁
市
成
羽
町　
　
　
　
　

諏
訪
神
社

（
本
殿
屋
根
葺
替
え
）

階
位
授
与

◎
明
階

【
無
試
験
検
定
】

十
月
二
十
日 

日
幡　

博
行

◎
正
階

【
無
試
験
検
定
】

七
月
二
十
五
日 
長
江　

忠
彦

◎
権
正
階

【
無
試
験
検
定
】

五
月
三
十
日 

有
森
美
智
子

六
月
十
日 

平
田　

年
史

九
月
十
五
日 

岡
本　

正
英

◎
直
階

【
無
試
験
検
定
】

八
月
十
五
日 

松
浦　

潤
弥

九
月
二
十
日 

高
畠　

麻
衣

九
月
三
十
日 

菱
川　
　

智

札
場　

成
樹

牧　
　

寛
人

本
庁
辞
令

八
月
四
日

 

屯
倉　

武
夫

岡
山
市
上
阿
知　

春
日
神
社
名
誉
宮
司

の
称
号
を
授
け
る

八
月
十
五
日

　

熱
田
八
幡
宮
宮
司 

三
宅　

利
範

　

宇
野
八
幡
宮
宮
司 

吉
野　

博
人

　

鶴
﨑
神
社
宮
司 

太
田　

浩
司

　

八
幡
神
社
禰
宜 

小
笠
原
宗
壽

神
職
身
分
二
級
と
す
る

九
月
十
日

　

日
吉
神
社
宮
司 

西
山　

峻
爾

神
職
身
分
二
級
上
と
す
る

十
一
月
一
日

　

牛
窓
神
社
宮
司 

岡
崎　

義
弘

　

大
浦
神
社
宮
司 

小
川　

暎
興

　

新
庄
八
幡
宮
宮
司 

藤
山
知
之
進

　

羽
黒
神
社
宮
司 

福
田　
　

隆

　

鴻
八
幡
宮
宮
司 

河
本　

貞
紀

　

八
幡
神
社
宮
司 

佐
伯　

正
禮

　

安
仁
神
社
宮
司 

三
原　

千
幸

　

鶴
﨑
神
社
宮
司 

太
田　

浩
司

　

吉
備
津
神
社
権
禰
宜 

山
田　

貫
助

　

正
八
幡
宮
宮
司 

浅
原
タ
ヅ
ヱ

　

玉
井
宮
東
照
宮
宮
司 

佐
々
木
講
治

岡
山
県
神
社
庁
研
修
所
研
修
講
師
を
委

嘱
す
る

　

岡
山
県 
河
本　

貞
紀

神
社
庁
研
修
所
主
任
講
師
を
委
嘱
す
る

　

岡
山
県 

太
田　

浩
司

神
社
庁
研
修
所
訓
育
主
任
を
委
嘱
す
る

　

吉
備
津
神
社
権
禰
宜 

山
田　

貫
助

岡
山
県
神
社
庁
研
修
所
雅
楽
講
師
を
委

嘱
す
る
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十
七
日　

 

班
弊
式　

神
宮
大
麻
頒
布
モ

デ
ル
支
部
推
進
会
議

十
八
日　

祭
祀
舞
部
会

十
九
日　

女
子
神
職
会
自
主
研
修

二
二
日
〜
二
六
日

　
　
　
　

中
国
地
区
中
堅
神
職
研
修
会

二
四
日　

雅
楽
自
主
研
修
（
龍
笛
）

二
九
日
〜
三
十
日

　
　
　
　

中
国
地
区
教
化
会
議

三
十
日　

教
化
常
任
委
員
会

　
　
　
　

女
子
神
職
会
役
員
会

三
一
日　

雅
楽
自
主
研
修

九
月

一
日　
　

月
次
祭

二
日　
　

神
青
協
三
役
会

　
　
　
　

祭
祀
委
員
会

五
日　
　

支
部
長
会

七
日　
　

全
国
神
社
総
代
会

　
　
　
　

 

こ
ど
も
伊
勢
ま
い
り
ス
タ
ッ

フ
会
議

八
日　
　

敬
神
婦
人
全
国
大
会

　
　
　
　

雅
楽
自
主
研
修
（
龍
笛
）

　
　
　
　

神
青
協
奉
迎
旗
作
成

十
二
日　

 

第
二
十
五
回
世
界
連
邦
岡
山

県
宗
教
者
大
会

十
三
日　

二
級
上
・
二
級
辞
令
伝
達
式

十
四
日　

雅
楽
自
主
研
修
（
篳
篥
）

十
五
日　

神
青
協
祭
式
研
修
会

十
六
日　

中
国
地
区
祭
式
講
師
研
修
会

二
十
日　

神
政
連
代
議
員
会

二
一
日　

女
子
神
職
会
庁
内
清
掃
奉
仕

二
二
日　

教
化
広
報
部
会

　
　
　
　

教
化
委
員
会

　
　
　
　

教
化
教
宣
部
会

　
　
　
　

神
青
協
役
員
会

二
六
日　

雅
楽
自
主
研
修
（
龍
笛
）

二
七
日　

祭
祀
舞
部
自
主
研
修

三
十
日　

神
宮
大
麻
頒
布
始
祭

　
　
　
　

財
務
委
員
会

十
月

三
日　
　

月
次
祭

　
　
　
　

祭
祀
特
殊
神
事
部
会

五
日　
　

雅
楽
自
主
研
修
（
龍
笛
）

十
三
日　

雅
楽
自
主
研
修
（
龍
笛
）

十
九
日　

雅
楽
自
主
研
修
（
篳
篥
）

二
十
日　

神
社
庁
会
計
監
査

二
四
日
〜
二
五
日

　
　
　
　

中
国
地
区
神
社
庁
職
員
研
修

二
七
日　

教
化
広
報
部
会

　
　
　
　

祭
祀
舞
部
自
主
研
修

二
八
日　

役
員
会

　
　
　
　

女
子
神
職
会
自
主
研
修

　
　
　
　

神
青
協
三
役
会

十
一
月

一
日　
　

月
次
祭

二
日　
　

神
政
連
役
員
会

　
　
　
　

神
青
協
広
報
部
会　

八
日　
　

祭
祀
舞
自
主
研
修

　
　
　
　

祭
祀
祭
式
部
会

十
日　
　

女
子
神
職
会
自
主
研
修

十
一
日　

雅
楽
自
主
研
修
（
龍
笛
）

八
月
二
十
三
日

都
窪
郡
早
島
町　
　
　
　
　

鶴
﨑
神
社

（
境
内
神
社
改
築
）

十
月
十
八
日

津
山
市
坪
井
下　
　
　
　
　

鶴
坂
神
社

（
本
殿
外
三
棟
改
築
）

◎
財
産
処
分

五
月
十
日

新
見
市
千
屋　
　
　
　
　
　

倉
嶋
神
社

（
古
損
木
伐
採
）

六
月
十
四
日

高
梁
市
成
羽
町　
　
　
　
　

小
坂
神
社

（
高
圧
電
線
鉄
塔
用
地
と
し
て
売
却
）

八
月
五
日

新
見
市
千
屋
花
見　
　
　
　

日
吉
神
社

（
道
路
用
地
と
し
て
売
却
）

九
月
二
十
七
日

津
山
市
一
方　
　
　
　
　
　

佐
良
神
社

（
道
路
用
地
と
し
て
売
却
）

庁
務
日
誌
抄

自　

平
成
十
七
年
七
月
一
日

至　

平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日

七
月

一
日　
　

月
次
祭

五
日　
　

教
化
常
任
委
員
会

　
　
　
　

教
化
教
宣
部
会

　
　
　
　

雅
楽
自
主
研
修
（
篳
篥
）

六
日　
　

研
修
所
会
議

　
　
　
　

祭
祀
祭
式
部
会

七
日　
　

役
員
会　

八
日　
　

神
青
協
広
報
部
会

十
一
日　

総
代
会
監
査

　
　
　
　

総
代
会
役
員
会

　
　
　
　

神
政
連
監
査

十
二
日　

女
子
神
職
会
自
主
研
修

　
　
　
　

雅
楽
自
主
研
修
（
篳
篥
）

二
十
日　

神
政
連
役
員
会

　
　
　
　

神
青
協
事
業
部
会

二
二
日　

神
青
協
役
員
会

二
五
日　

総
代
会
評
議
員
会

　
　
　
　

委
員
会
事
務
説
明
会

二
六
日　

祭
祀
常
任
委
員
会

二
七
日　

中
国
地
区
教
化
委
員
長
会

二
八
日　

災
害
見
舞
金
審
査
会

　
　
　
　

 

こ
ど
も
伊
勢
ま
い
り
ス
タ
ッ

フ
会
議八

月

一
日　
　

月
次
祭

三
日　
　

 

神
宮
崇
敬
会
岡
山
県
本
部
役

員
会
・
評
議
員
会

五
日　
　

女
子
神
職
会
奉
迎
旗
作
成

　
　
　
　

雅
楽
自
主
研
修
（
龍
笛
）

八
日　
　

祭
祀
祭
式
部
会

十
日　
　

雅
楽
自
主
研
修
（
龍
笛
）

十
一
日　

庁
舎
建
設
終
了
報
告
祭

　
　
　
　

庁
舎
建
設
委
員
会
解
散
式

　
　
　
　

協
議
員
会
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退
任
発
令
の
部

神

職

帰

幽

年
月
日

鎮　

座　

地

神
社
名

本
兼
務
職

氏　

名

17
・
10
・
2

高
梁
市
松
原
町

八
幡
神
社

本　

宮
司

小
川　
　

豊

17
・
11
・
21

笠
岡
市
北
木
島
町

諏
訪
神
社

本　

禰
宜

河
田　
　

保

年
月
日

鎮　

座　

地

神
社
名

本
兼
務
職

氏　

名

17
・
6
・
30

玉
野
市
山
田

水
守
神
社

本　

宮
司

近
藤　
　

司

17
・
7
・
1

総
社
市
秦

八
幡
神
社

本　

宮
司

小
橋　

亀
久

17
・
7
・
1

津
山
市
坪
井
下

鶴
坂
神
社

本　

宮
司

福
嶋　
　

昇

17
・
7
・
15

吉
備
郡
真
備
町
大
字
尾
崎

熊
野
神
社

本　

禰
宜

川
上　

哲
治

17
・
10
・
2

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
里
見

髙
岡
神
社

兼　

宮
司

桑
野　

純
一

17
・
10
・
2

高
梁
市
松
原
町
松
岡

八
幡
神
社

本　

宮
司

小
川　
　

豊

17
・
10
・
31

赤
磐
市
町
苅
田

熊
野
神
社

本　

権
禰
宜

黒
田　

幹
恵

17
・
10
・
31

真
庭
市
蒜
山
徳
山

徳
山
神
社

兼　

宮
司

神
田　

泰
二

17
・
10
・
31

真
庭
市
蒜
山
下
和

中
和
神
社

本　

宮
司

武
内　

禎
治

17
・
11
・
1

真
庭
市
蒜
山
下
見

加

神
社

本　

宮
司

高
見　
　

右

17
・
11
・
9

和
気
郡
和
気
町
吉
田

八

幡

宮

本　

宮
司

宮
本　

明
児

17
・
11
・
18

高
梁
市
備
中
町
布
瀬

八
幡
神
社

兼　

宮
司

髙
田　

義
隆

17
・
11
・
21

笠
岡
市
北
木
島

諏
訪
神
社

本　

禰
宜

河
田　
　

保

17
・
12
・
1

岡
山
市
吉
備
津

吉
備
津
神
社

本　

権
禰
宜

三
橋　
　

航

17
・
11
・
1

真
庭
市
蒜
山
下
見

加

神
社

兼　

宮
司

高
見　
　

右

17
・
11
・
1

真
庭
市
蒜
山
西
茅
部

茅
部
神
社

兼　

禰
宜

高
見　
　

右

17
・
11
・
1

真
庭
市
蒜
山
上
徳
山

徳
山
神
社

兼　

宮
司

入
澤　

喜
一

17
・
11
・
1

真
庭
市
蒜
山
下
和

中
和
神
社

兼　

宮
司

入
澤　

喜
一

17
・
11
・
10

和
気
郡
和
気
町
吉
田

八

幡

宮

兼　

宮
司

東
口　

貴
子

17
・
11
・
10

笠
岡
市
横
島

道
通
神
社

兼　

禰
宜

笠
原　

源
藏

17
・
11
・
19

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
上
田
東

松
尾
神
社

本　

権
禰
宜

杭
田　

勝
美

17
・
11
・
19

高
梁
市
備
中
町
布
瀬

八
幡
神
社

兼　

宮
司

髙
田　

賢
彦

十
六
日　

臨
時
協
議
員
会

十
七
日　

雅
楽
自
主
研
修
（
龍
笛
）

二
一
日　

教
化
教
宣
部
会

　
　
　
　

教
化
広
報
部
会

　
　
　
　

教
化
事
業
部
会

神

職

任

免

就
任
発
令
の
部

年
月
日

鎮　

座　

地

神
社
名

本
兼
務
職

氏　

名

17
・
7
・
1

美
作
市
英
田
青
野

青
野
神
社

兼　

宮
司

小
林　

大
介

17
・
7
・
1

玉
野
市
山
田

水
守
神
社

兼　

宮
司

高
畠　

勝
仁

17
・
7
・
1

笠
岡
市
入
江

稲
荷
神
社

兼　

宮
司

槙
原　
　

愛

17
・
7
・
1

総
社
市
福
谷

姫
社
神
社

本　

宮
司

小
橋　

亀
久

17
・
7
・
1

総
社
市
秦

石
疊
神
社

兼　

宮
司

小
橋　

亀
久

17
・
7
・
1

総
社
市
秦

天

神

社

兼　

宮
司

小
橋　

亀
久

17
・
7
・
1

総
社
市
秦

八
幡
神
社

兼　

宮
司

小
橋　
　

學

17
・
7
・
1

総
社
市
井
尻
野

秋
葉
神
社

本　

禰
宜

角
田　

泰
子

17
・
7
・
1

津
山
市
宮
部
下

久
保
神
社

本　

宮
司

福
嶋　
　

昇

17
・
7
・
1

津
山
市
宮
部
下

國
司
神
社

兼　

宮
司

福
嶋　
　

昇

17
・
7
・
1

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
細
田

天
津
神
社

兼　

宮
司

福
嶋　
　

昇

17
・
7
・
1

真
庭
市
台
金
屋

大
宮
神
社

兼　

宮
司

福
嶋　
　

昇

17
・
7
・
1

津
山
市
坪
井
下

鶴
坂
神
社

兼　

宮
司

森
原　

荘
之

17
・
7
・
15

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
竹
部

愛
宕
神
社

兼　

宮
司

藤
井　
　

守

17
・
7
・
15

倉
敷
市
真
備
町
尾
崎

熊
野
神
社

本　

宮
司

川
上　

哲
治

17
・
7
・
15

倉
敷
市
真
備
町
妹

穴
門
山
神
社

兼　

宮
司

川
上　

哲
治

17
・
7
・
15

倉
敷
市
真
備
町
服
部

八
幡
神
社

兼　

宮
司

川
上　

哲
治

17
・
9
・
1

高
梁
市
有
漢
町

諏
訪
神
社

本　

禰
宜

井
口　

始
宣

17
・
10
・
3

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
里
見

髙
岡
神
社

兼　

宮
司

志
水　

義
則

17
・
11
・
1

真
庭
市
蒜
山
下
長
田

長
田
神
社

本　

宮
司

高
見　
　

右

二
二
日　

関
係
者
大
会
実
行
委
員
会

二
四
日
〜
二
六
日

　
　
　
　

神
宮
新
穀
感
謝
祭
団
参

二
八
日
〜
二
九
日

　
　
　
　

全
国
教
化
会
議
（
本
庁
）
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平
成
十
三
年
に
神
社
本
庁
設
立
五

十
五
周
年
記
念
事
業
と
し
て
行
わ
れ
た

「
第
二
回
社
報
コ
ン
テ
ス
ト
」
に
続
き
、

神
社
本
庁
設
立
六
十
周
年
を
記
念
し

て
「
第
三
回
全
国
神
社
関
係
定
期
広
報

誌
コ
ン
テ
ス
ト
（
社
報
コ
ン
テ
ス
ト
）」

の
募
集
が
左
記
の
通
り
開
始
さ
れ
ま
し

た
。
教
化
活
動
の
一
環
と
し
て
社
報
を

定
期
刊
行
さ
れ
て
い
る
神
社
は
奮
っ
て

ご
応
募
く
だ
さ
い
。
申
込
は
神
社
本
庁

へ
直
接
ご
送
付
く
だ
さ
い
。

記

一
、
主　

催

　
　

神
社
本
庁

一 

、
募
集
対
象

　
　

 

神
社
本
庁
包
括
下
の
神
社
が
刊
行

す
る
、
原
則
と
し
て
既
刊
三
号
以

上
の
社
報
。
但
し
、
過
去
二
回

の
コ
ン
テ
ス
ト
に
入
選
し
た
作
品

（
刊
行
物
）
は
除
く
。

　
　

 

尚
、
今
回
は
神
社
の
社
報
の
み
に

限
定
し
、
神
社
庁
、
崇
敬
会
、
奉

賛
会
等
の
団
体
が
刊
行
す
る
も
の

は
対
象
外
と
す
る
。

一 

、
応
募
方
法

　
　

 

所
定
の
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を

記
入
の
上
、
最
近
発
行
し
た
三
号

分
の
社
報
を
添
え
て
神
社
本
庁
教

化
部
へ
直
接
申
し
込
む
。

　
　

 

応
募
用
紙
は
神
社
本
庁
に
直
接

請
求
す
る
か
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
「
神
社
本
庁
神
職
専
用
サ

イ
ト
」（U

R
L

　

http://w
w
w
.

jinjahoncho.or.jp/m
otaoss/

）

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　
　

 

〒
一
五
一

－

〇
〇
五
三　

東
京
都

渋
谷
区
代
々
木
一

－

一

－
二　

神

社
本
庁
教
化
部
「
社
報
コ
ン
テ
ス

ト
」
係

一
、
募
集
期
間

　
　

 
平
成
十
七
年
十
一
月
一
日　

〜　

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

（
当
日
消
印
有
効
）

一
、
発　

表

　
　

 

平
成
十
八
年
五
月
上
旬
に
直
接
通

知
す
る
。

一
、
賞

　
　

左
の
賞
を
設
け
る
。

　
　
「
統
理
賞
」　

一
点

　
　
「
入　

選
」　

若
干

一
、
表　

彰

　
　

 

平
成
十
八
年
五
月
開
催
の
全
国
神

社
総
代
会
代
議
員
会
に
あ
わ
せ
、

統
理
賞
受
賞
者
を
招
い
て
表
彰
式

を
行
う
。

一
、
備　

考

　
　

 

本
コ
ン
テ
ス
ト
に
あ
た
り
、
応
募

作
品
の
返
却
は
行
わ
な
い
。

編
集
後
記

◆ 

岡
山
県
神
社
庁
庁
報
は
昭
和
二
十
二

年
の
創
刊
以
来
六
十
年
弱
を
以
て
発

刊
百
号
を
迎
え
た
。
創
刊
当
時
の
庁

報
は
ど
の
よ
う
な
物
・
内
容
で
あ
っ

た
か
興
味
津
々
で
あ
っ
た
が
、
ザ

ラ
半
紙
一
枚
の
ガ
リ
版
印
刷
で
あ
っ

た
。内
容
も
時
代
を
反
映
し
当
初
は
、

境
内
地
贈
与
に
関
す
る
記
事
、
配
給

物
、
負
担
金
の
納
入
督
促
等
々
神
社

界
の
苦
悩
が
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、

決
算
書
を
見
る
と
、
昭
和
三
十
年
代

半
ば
以
降
は
毎
年
急
激
な
増
加
を
続

け
る
な
ど
、
高
度
成
長
期
に
は
神
社

庁
も
財
政
的
に
大
き
く
発
展
し
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
創
刊
号
か
ら
五
十

号
ま
で
の
表
題
だ
け
で
も
公
表
し
た

い
と
考
え
て
い
る
が
、
今
号
だ
け
で

は
難
し
く
、
次
号
へ
の
掲
載
を
考
慮

し
て
い
る
。

◆ 

今
回
収
集
し
た
庁
報
に
つ
い
て
は
、

複
写
し
神
社
庁
に
保
管
し
て
あ
る
。

失
わ
れ
て
い
た
古
い
庁
報
を
ご
提
供

下
さ
い
ま
し
た
方
々
に
こ
の
場
を
借

り
て
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
尚
、

十
一
号
・
二
十
号
・
三
十
三
号
・
三

十
四
号
・
三
十
六
号
・
三
十
八
号
・

四
十
一
号
・
四
十
六
号
の
八
号
が
未

入
手
で
あ
る
。
お
持
ち
の
方
は
広
報

部
ま
で
ご
連
絡
い
た
だ
き
た
い
。

◆ 

「
吉
備
の
中
山
を
守
る
会
」
の
熊
代

建
治
氏
か
ら
原
稿
を
頂
い
た
。
吉
備

の
中
山
を
中
心
に
し
た
さ
ま
ざ
ま
な

活
動
を
通
じ
て
地
域
の
文
化
を
守
り

伝
え
、
ま
た
、
人
々
の
交
流
を
通
じ

て
地
域
の
活
性
化
に
貢
献
し
て
お
ら

れ
る
様
子
を
ご
紹
介
頂
い
た
。

広
報
部
長

第
三
回

社
報
コ
ン
テ
ス
ト

　
　
　
　

募　

集

http://www.jinjahoncho.or.jp/motaoss/
http://www.jinjahoncho.or.jp/motaoss/



